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け

る
本
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論

株

橋

日

序

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
を
窺
う
の
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、　
一
に
そ
の
基
準
を
宗
祖
の
本
述
思
想
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
二
に
は
本
述
の
一
致

・
勝
劣
の
概
念
を
も

っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

先
ず
基
準
と
す
べ
き
宗
祖
終
窮
の
本
述
思
想
は
い
う
ま
で
も
な
く
本
述
の
能
所
勝
劣
で
ぁ
る
。
こ
れ
宗
祖
本
懐
の
観
心
本
尊
抄
を
始

め
、
真
義
発
揚
の
佐
後
の
重
要
御
書
を
拝
す
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
凡
そ
宗
祖
の
本
述
思
想
は
も
と
よ
り
宗
祖
所
聞
の
教
義
す
べ
て
中
古
天

台
へ
の
批
判

・
排
去
の
上
に
成
立

っ
て
い
る
も
の
で
、
中
古
天
台
の
延
長
で
も
な
け
れ
ば
模
倣
で
も
な
い
。
中
古
天
台
の
教
学
は
天
真
独

朗
の
理
の
上
に
立
つ
絶
対
主
義
に
よ
る
現
実
肯
定
の
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
し
排
去
し
て
絶
対
を
超
え
た
相
対
主
義
に
よ

っ
て
現
実

を
改
造
せ
ん
と
す
る
時
機
相
応
の
宗
義
を
樹
立
さ
れ
た
の
が
わ
が
宗
祖
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
門
下
三
・
二
の
流
派
に
お
い
て
は
宗
祖

滅
後
に
本
宗
内
に
受
容
さ
れ
た
中
古
天
台
思
想
を
或
は
宗
義
に
合
採
し
或
は
転
換
し
て
成
立
せ
し
め
た
不
純
な
る
教
学
を
も

っ
て
、
宗
祖

創
唱
の
法
華
宗
学
だ
と
心
得
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
彼
等
の
常
套
教
判
た
る
文
上

・
文
底
と
い
う
教
観
相
対
な
ど
、
宗
祖
の
教
判

で
は
な
く
て
実
は
根
本
法
華
と
顕
説
法
華
、
本
述
未
分
と
巳
分
、
事
成
顕
本
と
理
成
顕
本
等
と
い
う
中
古
天
台

，教
学
よ
り
習
合
し
た
も
の

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

に
過
ぎ
な
い
。
か
か
る
習
合
の
不
純
な
る
本
述
思
想
を
基
準
と
し
て
直
弟
各
師
の
本
述
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
甚
だ
危
険
で
、
過
誤
を
生

ず
る
基
と
な
る
。
こ
の
故
に
今
祖
滅
成
立
の
習
合
本
述
論
を
去
り
宗
祖
の
本
述
思
想
に
拠

っ
て
、
直
弟
達
の
本
述
論
を
窮
う
こ
と
と
す
る
。

次
に

一
致

・
勝
劣
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
は
凡
そ
宗
祖
滅
後
数
十
年
を
経
て
始
め
て
発
生
し
た
も
の
で
、
宗
祖
の
在
世
及
び

直
弟
時
代
に
は
未
だ
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
祖
の
在
世
や
直
弟
時
代
に
偶
々
弟
子

・
檀
那
中
に
述
門
読
不
の
問
題
が
あ

っ
た

と
し
て
も
、
未
だ
後
世
に
い
う
が
如
き

一
致

（述
本
実
相
同
）
ｏ
勝
劣

（本
述
実
相
異
）
の
論
議
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
宗
祖
滅
後
中
古

天
台
の
本
述
未
分
思
想
の
撮
用
に
よ

っ
て
始
め
て
こ
の
致

・
勝
問
題
が
生
起
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
果
し
て
何
時
代
何
人
よ
り

発
生
し
た
も
の
か
。
こ
れ
を
明
確
に
せ
ん
が
た
め
に
直
弟
各
師
の
本
述
論
を
窮
う
こ
と
に
し
た
。

以
上
二
点
を
念
頭
に
お
い
て
観
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
恨
ら
く
は
各
直
弟
の
本
述
問
題
に
関
す
る
詳
論
の
著
作
が
非
常
に
少
い
た
め
、

充
分
な
る
確
答
が
得
ら
れ
な
か

っ
た
。
優
て
今
後
更
に
資
料
を
探
ね
研
究
を
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
、

日
昭

聖
人

犠
蹴
頷
齢
鮒
ぼ
麟
麟
¨
蘇
謝
立
朝

（
し
て
日
昭
。
弁
殿
、
弁
阿
閣
梨
と
称
す
。
晩

≡

三

二
、
Ａ
ｎ
四
こ

寂
、
寿

一
〇
三

昭
師
の
著
は
殆
ん
ど
伝
わ
ら
ず
、
た
だ
宗
義
の
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
左
の
書
の
み

経
釈
秘
抄
　
一
巻

（
正
応
元
、
九
、
隷
叡

一Ａ
ぃ
一七
）

こ
の
書
は
経
釈
の
要
文
抜
率
で
、
初
め
は
教
相
上
の
権
実
相
対
に
関
す
る
引
証
で
あ
り
、
以
下
は
教
義
と
し
て
法
華
経
の
功
徳

・
修

行

・
教
主

・
末
法
相
応
の
義
等
に
関
す
る
引
文
が
あ
る
。
昭
師
自
身
の
義
と
し
て
は
、
最
後
に
身
心
二
病
を
挙
げ
て
妙
法
蓮
華
経
が
そ
の

身
心
二
病
の
良
薬
で
あ
り
、
妙
法
信
心
に
上

・
中

・
下
三
品
の
不
同
を
立
て
、
毒
病
皆
癒
に
お
い
て

「信
心
堅
固
な
れ
ば

一
生

に
平
癒

し
、
信
心
中
程
な
れ
ば
次
生
に
、
下
品
な
れ
ば
未
来
際
に
本
復
す
」
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
如
く
こ
の
書
に
は
本
述
問
題
に
つ
い
て
何
の
記
述
も
な
い
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
昭
師
に
は
本
述
義
に
対
す
る
所
懐
が
全
然
な
か
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っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
昭
師
は
あ
ら
ゆ
る
迫
害
を
忍
受
し
て
折
伏
弘
通
に
精
進
せ
ら
れ
た
宗
祖
に
代

っ
て
、
鎌
倉
に
常
在
し
専

ら
宗
祖
門
下

へ
の
教
育
と
檀
那
へ
の
教
化
に
当
た
ら
れ
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
本
述
問
題
等
の
重
要
教
義
は
随
分
と
熟
知
さ
れ
て
い
た

も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
そ
の
証
左
は
文
永
十
年
八
月
に
与
え
ら
れ
た
波
木
井
殿

へ
の
御
返
事
に

鎌
倉

．筑
後
房

・
弁
阿
閣
梨

・
大
進
阿
閣
梨

申

小
僧
等
有
レ
之
。
召
レテ之

可
レ
有
二
御
覧
一可
レシ有
二
御
談
義
一、
大
事

法
門
等
粗

申
。
彼

等
ハ日
本
二未
）
流
布
一大
法
少
々
有
］
之
”
随
テ御
学
問
可
一
注
シ申
一也
。
（飾
勧
臥
Ю
）

ル

と
あ
る
。

「大
事
ノ法
門
」
は
必
ず
し
も
本
述
法
門
の
み
で
は
な
い
が
、
こ
の
消
息
の
内
容
を
以
て
す
れ
ば
、
宗
祖
が
正
像
未
弘
の
妙

法

蓮
華
経
の
大
法
を
弘
む
る
故
に
必
ず
大
難
に
遭
う
べ
し
と
は
仏
陀
の
予
識
で
あ
る
と
い
う
法
門
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
本
述
法
門
も
含
ま
れ

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
昭
師
は
他
の
上
足
達
と
同
様
に
、
宗
祖
が
す
で
に
重
要
御
書
に
お
い
て
本
述
義
を
重
々
に
強
調
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
更
に
論
述
す
る
の
要
は
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（備
考
）

湯ポ
祖
よ
り
昭
師
宛
に
授
与
さ
れ
た
御
消
息
は
遺
文
中
に
数
通
あ
り
、
こ
れ
ら
の
書
に
は
一
向
教
義
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
が
し
か
し
檀
那
に

与
へ
ら
れ
た
御
消
息
に
、
法
義
上
昭
師
に
関
す
る
記
事
の
あ
る
の
は
、
今
の
波
木
井
二
郎
殿
御
返
事
の
他
に
、
文
永
十
二
年
二
月
の
四
条
金
吾
殿
御
返

事
が
あ
る
。
し
か
し
昭
師
へ
の
こ
れ
ら
の
御
書
及
び
記
事
で
は
昭
師
の
本
述
問
題
を
直
接
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
、　
一日
鯛
都
芋
人
　
蜘
飢
・聖
臥
抄
棚
ｒ
針
蹴
氷
鵬
〓
嫁

（
祖

・の
珊
薫
鉄
っヽ
ｒ
ｎ出
嫁
だ
「
難
甥
六．
大
国
阿
閣
梨
。

朗
師
の
教
学
上
の
著
と
し
て
は
た
だ

本
述
見
聞
　
一
巻

（妹

一全
肝
ご

あ
る
の
み
。
こ
の
書
の
冒
頭
に

「観
心
本
尊
抄
」
の

「自
三

口
雪
一半
一之
外
…
…
孤
露
同
二
禽
獣
一也
」
の
文
と
、

「開
目
抄
」
の

「述
門

方
便
品
は

一
念
三
千

・
二
乗
作
仏
を
説
い
て
…
…
是
れ
則
ち
本
因
本
果
の
法
門
也
」
の
文
と
を
標
示
し
、
入
文
に
お
い
て
間
答
形
式
に
て

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

本
述
問
題
を
叙
述
し
て
あ
る
。
し
か
し
標
文
と
入
文
と
の
両
意
が
相
反
し
て
い
る
。
標
文
の
本
尊

・
開
目
両
抄
の
文
は
共
に
本
述
勝
劣
の

義
を
表
す
る
に
反
し
て
、
入
文
は
本
述
未
分
思
想
に
も
と
づ
く
本
述
同
体
の
趣
旨
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
両
者
は
本
来
別
本

で
あ

っ
た
も
の
、
即
ち
標
文
は

「本
述
異
目
」
と
称
し
て
い
た
も
の
で
、
こ
の
別
の
二
書
を

一
書
と
し
て
宗
学
全
書
に
載
せ
ら
れ
た
の
が

抑
々
の
誤
り
で
あ
る＜‐
。
　

土嘔
華
年
表
の
文
保
二
年
（Ａ〓
卜
一一嵌
）
の
項
に
、
十
月
二
十
三
日
　
朗
師
が

「本
述
勝
劣
□
決
抄
」
を
像
師
に
寄

せ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
の

「本
述
勝
劣
口
決
抄
」
が
今
の

「本
述
異
目
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
少
々
煩
し
い
き
ら

い
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
教
学
史
上
参
考
に
な
る
と
思
う
か
ら
、
入
文
の

「本
述
見
聞
」
の
論
旨
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

一
、
本
書
は
大
体
述
門

（方
便
品
）
不
読
説
に
対
し
て
、
述
門
読
誦
を
主
張
し
た
も
の
で
、
そ
の
読
誦
す
べ
き
述
門
と
い
う
の
は
、
「今
所

立
の
方
便
品
は
本
地
久
成
の
方
便
品
な
り
」
と
し
、

一
、
こ
の
方
便
品
の
所
詮
は
実
相
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。
こ
れ
を
寿
量
品
に
最
初
実
成
と
い
う
の
で
あ
る
と
し
て
、

「最
初
実
成
の
時

に
方
便
品
あ
る
故
な
り
」
と
い
う
。

一
、
故
に

「述
門
所
説
の
実
相
常
住
の
理
体
と
本
門
寿
量
品
と
全
く
同
じ
き
な
り
。
是
の
故
に
処
々
の
解
釈
に
、
本
述
雖
殊
不
思
議

一
と

も
釈
し
、
或
は
即
述
而
本
、
即
本
而
述
と
も
釈
し
た
ま
へ
り
」
と
い
い
、

一
、
本
門
寿
量
品
に
顕
わ
に
説
か
ざ
る
実
相
の
理
体
を
、
方
便
品
に
説
く
の
で
あ
る
。

一
、
大
体
法
華
経
は
本
門
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、

「述
門
の
如
是
我
聞
よ
り
皆
是
れ
本
門
寿
量
品
な
り
」
と
て
、
法
華
経

一
部
悉
く
本
地

法
華
経
と
す
る
。

一
、
し
か
し
こ
の
顕
本
本
地
の
法
華
経
は
本
述
未
分
の
重
で
あ
る
と
い
う
。
謂
く

顕
本
の
時
立
ち
還

っ
て
述
門
十
四
品
を
見
れ
ば
、
二
十
八
品
倶
に
五
百
塵
点
の
本
時
の
法
華
経
な
り
。
最
初
成
道
の
時
の
初

一
番
の
成

道
と
い
は
ば
、
此
の
時
は
本
述
未
分
の
重
に
し
て
本
と
も
述
と
も
云
へ
ざ
る
処
な
り
。
而
る
に
第
二
番
の
成
道
の
時
、
先
づ
初

一
番
の
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成
道
を
本
と
云
ひ
、
第
二
番
を
述
と
云
ふ
。
今
開
述
顕
本
の
時
は
初

一
番
の
本
時
の
法
華
経
に
返

っ
て
、
全
体
本
述
未
分
の
法
華
な
り
。

是
を
知
ら
ず
跡
方
も
な
き
料
簡
を
致
し
、
聖
人
の
御
書
の
表
に
も
迷
惑
す
る
な
り
。

と
い
っ
て
い
る
。

か
よ
う
に
本
書
は
述
門
方
便
品
を
本
地
久
成
の
方
便
品
と
し
、
そ
れ
は
寿
量
品
に
お
け
る
最
初
成
道
の
実
相
を
明
し
た
も
の
、
故
に
本

は
理
体
の
上
で
は
不
思
議

一
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
法
華
経
を
顕
本
本
地
の
本
述
未
分
の
重
に
お
い
て
本
述
同
体
を
主
張
す
る
も
の
で
あ

る
。
か
か
る
本
述
同
体
論
は
こ
れ
宗
祖
直
弟
た
ち
の
寂
後
、
即
ち
中
古
天
台
思
想
の
受
容
さ
れ
た
後
に
成
立
し
た
教
学
思
想
で
あ
る
。
働

て
該
書
は
室
町
時
代
に
入

っ
て
日
朗
門
流
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
恐
ら
く
朗
師
の
直
著
で
は
な
か
ろ
う
。

と
す
れ
ば
本
尊

・
開
目
両
抄
の
標
示
た
る

「本
述
異
目
」
の
み
が
朗
師
の
記
で
あ

っ
て
、
朗
師
も
昭
師
と
同
様
宗
祖
直
授
の
本
述
勝
劣

論
者
で
あ

っ
た
も
の
と
推
す
る
。

（備
考
）
一
、
述
門
不
読
論
に
つ
い
て

本
書
は
述
門
不
読
論
に
対
す
る
述
門
読
誦
論
で
あ
る
が
、
今
述
門
不
読
論
者
を
挙
げ
れ
ば
、
宗
祖
の
在
世
に
お
い
て
は
曽
谷
教
信

（観
心
本
尊
得

意
抄
―
定

一
九
九
番
）
と
大
田
方
の
人
々

（四
菩
薩
造
立
抄
―
定
三
二
五
番
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
書
に
お
け
る
述
門
不
読
に
関
す
る
箇
所

は
、
田
辺
善
知
師
が
後
人
の
挿
入
と
い
っ
て
い
る

（日
蓮
聖
人
の
本
尊
論
―
二
八
二
）
。
更
に
考
う
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

宗
祖
滅
後
に
お
い
て
は
美
濃
公
天
目
で
あ
る
と
い
い
、
（五
人
所
破
抄
―
宗
全
、興
門
八
五
）ま
た
天
目
と
越
後
公
日
弁
で
あ
る
と
い
う
。
（日
仙

・

日
代
問
答
―
同
上
四
四
五
）
天
目

ｏ
日
弁
共
に
本
述
勝
劣
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
掲
の
天
目
の

「本
述
問
答
七
重
義
」
及
び
日
弁
記
の

「
円

極
実
義
抄
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
富
士
派
の
い
う
が
如
く
述
門
不
読
を
主
張
し
た
か
否
か
は
確
証
が
な
い
。

次
に
述
門
不
読
を
主
張
し
た
人
に
富
士
派
の
上
蓮
坊
日
仙
が
あ
っ
た
と
い
う

（佐
渡
日
満
の

「
方
便
品
読
不
問
答
記
録
」、
前
記
仙
代
問
答
）
。
か

よ
う
に
宗
祖
の
在
世
及
び
滅
後
に
お
い
て
は
本
迩
勝
劣
の
義
を
も
っ
て
直
ち
に
述
門
は
読
む
べ
か
ら
ず
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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二
、
日
朗
授
与
の
御
書
に
つ
い
て

日
朗
の
本
述
論
に
は
直
接
関
係
が
な
い
が
、
宗
祖
よ
り
朗
師
へ
授
与
さ
れ
た
教
義
上
の
御
書
に

土
籠
御
書
　
　
　
　
　
（縮
六
九
五
、
定
五
〇
九
）

此
経
難
持
十
三
箇
秘
決

（縮
六
九
六
、
定
二
〇
六
八
）

日
朗
御
譲
状
　
　
　
　
（縮
二

一
〇
六
、
定
二

一
八
五
）

が
あ
る
。
悲
し
い
こ
と
に
右
三
書
い
づ
れ
も
御
真
蹟
は
存
せ
ず
、
古
来
真
偽
の
異
説
の
あ
る
も
の
ば
か
り
。
し
か
し
前
二
書
は
わ
が
日
隆
聖
人
が

す
で
に
別
に
疑
義
を
は
さ
ま
ず
著
述
中
に
取
上
げ
て
い
る

（隆
全
七
の
二
三

一
、
同

一
一
の
六

一
、
同

一
の
五
四
三
）
か
ら
、
真
偽
の
ほ
ど
は
決

し
難
い
が
、
後
の
一
書
は
日
隆
師
の
著
述
に
そ
の
名
を
見
な
い
。
こ
の
御
譲
状
の
本
述
教
義
を
示
す
辺
は
全
く
今
の

「本
述
見
聞
」
の
論
旨
と
同

じ
で
あ
る
。
故
に
当
書
も

「
本
述
見
聞
」
と
相
前
後
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
妙
満
寺
日
受
は
こ
の
譲
状
を
謀
書
と
断
じ
て
い
る
。

（宗
全
、
顕
本
二
八
〇
）

(1)譲

宗
全
の
本
書
の
奥

（二
一
）
に

〔
編
者
云
〕
と
し
て

本
書
冒
頭
、
本
尊

・
開
目
二
抄
の
標
文
は
、　
一
本
に

「本
述
異
目
」
と
題
し
て
別
出
す
。
然
る
に
本
書
の
入
文
に

「観
心
本
尊
抄
開
目
抄
」
と

あ
る
に
徴
す
る
に
彼
此

一
聯
の
文
な
る
が
如
し
、
今
旦
く
私
見
に
従
っ
て
輯
録
す

と
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
右
二
抄
の
標
文
は
、

「本
述
異
目
」
と
し
て
別
本
と
す
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
望
月
博
士
は
別
本
と
し
て
い
る
。

（学
説
史
二
九
）

執
行
海
秀
師
は
本
書
を
中
古
天
台
教
学
の
爛
熟
し
た
室
町
時
代
の
成
立
と
し
て
い
る

（教
学
史

一
六
）
が
、
小
納
は
本
書
の
引
用
文
が
悉
く
天
台

三
大
部
本
末
の
文
に
宗
祖
の
御
遺
文
が
附
加
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、
未
だ
二
八
帖
見
聞
や
爛
熟
し
た
等
海
口
伝
抄
等
中
古
天
台
教
義
の
文
旨
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
点
よ
り
し
て
室
町
初
期
の
も
の
、
む
し
ろ
御
義
□
伝

ｏ
日
向
記
よ
り
も
以
前
の
成
立
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

〓
一、　
一日
皿
蔀
芋
人
　
島
駐
意
台
宗
、
駿
河
国
岩
本
実
相
寺
僧
、
甲
斐
公
、
宗
祖
に
帰
し
て
伯
者
房
、
白
蓮
阿
閣
梨
。

大
石
寺

ｏ
北
山
本
門
寺
開
祖
。
正
慶
二
年

（
一
三
二
三
、
Ａ
ｎ
五
二
）
寂
、
寿
八
八

興
師

に
は
自
ら
相
承
ま
た
は
筆
受
し
た
宗
祖

の
親
撰
だ
と
称
す
る
も

の
に
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本
国
妙
抄

・
百
六
箇
相
承

・
産
湯
相
承

・
御
本
尊
七
箇
之
相
承

・
寿
量
品
文
底
大
事

・
御
義
□
伝

等
が
あ
り
、
ま
た
自
ら
の
著
作
或
は
口
伝
と
し
て

三
時
弘
経
次
第

・
神
天
上
勘
文

・
五
人
所
破
抄

・
富
士

一
跡
門
徒
存
知
事

・
五
重
円
記

等
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
以
上
い
づ
れ
も
興
師
滅
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
、
中
に
は
中
古
天
台
教
学
に
影
響
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
依

っ
て
富
士
派
の
本
述
勝
劣
義
を
窮
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
興
師
自
身
の
本
述
論
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
い
わ
ゆ
る
以
上
諸
書
の
中
、

「五
人
所
破
抄
」
（日
興
談
一ボ
生
鼈
則
剛
爆
環
）
は
大
体
興
師
を
除
く
五
老
の
義
を
破
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
最
後
に
お
い
て
天
目
の
本
述
勝
劣
を
主
張
す
る
富
士
派
の
述
門
読
誦
は
自
語
相
違
で
は
な
い
か
と
い
う
攻
論
に
対
し
て
、
本
述
勝
劣

な
る
が
故
に
、　
一
に
所
破
の
た
め
、
即
ち
述
を
破
し
本
を
顕
わ
す
た
め
に
こ
れ
を
読
み
、
二
に
は
借
文
の
た
め
、
即
ち
述
の
文
証
を
借

て
本
の
実
相
を
顕
す
た
め
に
こ
れ
を
読
む
の
だ
と
弁
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「五
重
円
記
」

（剛
観
著
と
か
わ
）
は
円
に
お
い
て
権

・

述

・
本

ｏ
観
心

・
元
意
の
五
重
を
挙
げ
て
展
転
次
第
し
勝
劣
を
立
て
る
、　
権

・
述

ｏ
本
の
次
第
は
機
情
昇
進
の
分
、
観
心
は
観

（能
観
）

境

（所
観
）
の
相
対
の
円
、
こ
の
上
に
あ
る
機
法
不
立
、　
法
が
法
位
の
重
が
元
意
の
円
で
あ
る
。

し
か
し
元
意
の
円
に
お
い
て
も
台
当
の

異
が
あ
り
、
台
家
は

一
仏
不
現
前
の
理
非
造
作
の
重
、
迷
悟
生
仏
未
分
の
重
、
即
ち
権
実
未
分

・
本
述
未
分
の
根
本
法
華
の
実
相
で
あ
る

と
す
る
に
対
し
て
、
こ
の
台
家
説
は
禅
天
魔
の
法
で
あ
る
と
破
し
、
而
し
て
当
家
の
元
意
は
上
所
所
伝
の
妙
法
、
本
地
甚
深
の
奥
義
た
る

妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
と
説
く
。
即
ち
当
家
に
お
い
て
は
本
門
の
円
と
は
在
世

一
品
二
半
の
妙
法
、
本
門
観
心
の
円
と
は
事
の
一
念
三
千
の

妙
法
、
本
門
元
意
の
円
と
は
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
論
旨
は
ま
こ
と
に
明
快
に
し
て
巧
妙
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
以
て

直
ち
に
興
師
の
本
述
論
と
受
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

「五
重
円
記
」
の
説
は
富
士
派
に
し
て
は
荘
厳
巳
義
の
偏
見
が
な
く
素
直
に

理
路
が
整
然
と
し
て
い
る
。
而
も
中
古
天
台
を
評
破
す
る
あ
た
り
は
正
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
興
師
の
親
著
と
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
恐
ら
く
室
町
時
代
の
産
物
で
あ
ろ
う
。

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
迩
論
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以
上
の
著
作

・
筆
受
類
は
さ
て
お
き
、
信
用
の
で
き
る
興
師
の
消
息
は
如
何
、
彼
の
消
息
中
教
義
的
記
事
の
あ
る
も
の
は
、
正
応
元
年

（
Ａ
櫛
）
の

「与
波
木
井
実
長
書
」
（宗
全
一、
親
畑
）
と

「原
殿
御
返
事
」
（
一同
社
○
）
と
の
二
書
で
あ
る
。

前
書
は
正
応
元
年
十

一
月
日
付
の

も
の
で
、
こ
れ
に
は
波
木
井
実
長
の
信
仰
を
称
歎
し
て
い
る
が
、
興
師
が
身
延
離
山

（銅
葺
月
五
日
）
約
十
日
後
の

「原
殿
御
返
事
」
（銅
葺
月

十
一ハ
日
）
に
は
実
長
と
身
延
日
向
と
の
謗
法
を
責
め
て
い
巧
。
こ
の
二
書
は
い
く
つ
か
の
教
義
的
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
興
師
寂
後

作
為
的
成
立
の

「
五
人
所
破
抄
」
や

「富
士

一
跡
門
徒
存
知
事
」
に
論
ず
る
宗
号
の
台
当
違
目
に
か
か
わ
る
本
述
勝
劣
義
に
つ
い
て
は

一

向
に
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
元
亨
三
年

（
」
「
）
の

「
報
佐
渡
国
講
衆
」

（
一同
社
七
）
に
至

っ
て
、
佐
渡
国
の
講
衆
が
式
部
の
君

（睡
嫉
”
）

よ
り

「本
述
の
法
門
」
を
承

っ
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
勝
劣
か

一
致
か
の
義
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
い
う
ま

で
も
な
く
本
述
勝
劣
の
義
に
相
違
な
い
。
何
と
な
れ
ば
左
の
三
通
の

「申
状
」
に
は
い
づ
れ
も
本
述
勝
劣

ｏ
台
当
の
不
同
が
示
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
τ廿
螢

三
年

（Ａ
ｎ
二
九
）
正
片
（　
日

（宗
全
が
観
）

二
、
嘉
暦
二
年

（
″
　
四
一Ｃ

八
月
　
日

（
ク
　
九
七
）

二
、
元
徳
二
年

７
　
四
九
ご

二
月
　
日

（
ク
　
九
九
）

な
お
興
師
寂
年
の
元
弘
三
年

（
猟
勤
）
正
月
十
二
日
付
の

「
日
興
遺
誠
置
文
」
（殆
雑
計
味
）
第
四
条
に

一
、
偽
書
ヲ
造
テ
御
書
卜
号
シ
、
本
述

一
致
ノ
修
行
ヲ
致

ス
者

ハ
、
獅
子
身
中

ノ
虫
卜
心
得
ベ
キ
事

（
一宗
量

一、
報
）

と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
置
文
は
後
世
に
至

っ
て
意
識
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

（備
考
）

昭
・
朗

・
向

・
頂
等
各
師
に
も
申
状
が
存
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
興
師
の
申
状
と
異
り
本
述
勝
劣
の
義
は
な
く
、
権
実
相
対
の
論
旨
で
あ
る
。
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四
、
日
向
聖
人
肋
祖‐こｔ氷醜釉
一版喘嫁
絣射
緯樹
は順麻
「
砂硼
ユ叡
（る一。難
一渡喉
駅
ｎ部到珊理
ぽ磯新炒就寺

向
師
に
は
宗
祖
よ
り
直
接
聴
聞
せ
し
上
に
更
に
自
己
の
研
鑽
を
も

っ
て
広
く
諸
宗
を
批
判
せ
る
畢
生
の
著
述
、
金
綱
集
十
巻
（
一宗
釜
・四
巻
）

が
存
す
る
。
そ
の
十
巻
の
内
容
は
、
華
厳
宗
見
聞

・
小
乗
三
宗
見
聞

・
方
等
之
事

・
浄
土
宗
見
聞

ｏ
真
言
宗
見
聞

・
禅
見
聞

・
法
相
宗
見

聞

・
三
論
宗
見
聞

・
法
華
経
之
事
で
あ
り
、
更
に
別
巻
と
も
て
真
言
見
聞

・
禅
見
間
を
追
加
し
て
い
る
。
即
ち
小
乗

・
権
教
等
諸
宗
の
流

伝

・
教
義
等
を
挙
げ
て
批
判
の
対
象
と
し
、
最
後
に
法
華
経
に
つ
い
て
翻
訳

・
伝
来

・
修
行

・
教
相
等
を
解
説
し
、
前
記
諸
宗
の
能
判
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
優
て
こ
れ
は
権
実
相
対
の
破
立
の
大
綱
を
示
し
た
も
の
で
、
本
述
判
に
つ
い
て
は
全
く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
向
師
に
は
本
述
法
門
に
関
す
る
鎌
倉
名
越
問
答
が
あ

っ
た
。　
こ
れ
天
目

ｏ
日
向
の
本
述
問
答
で
あ
る
。
本
成
日
実

（帥
融
）
の

「当
家
宗
旨
名
目
」
（和
鉢
ｒ
ガ
）
に
よ
る
に
、

正
安
四
年
（
二
『
）
正
月
廿
八
日
、
天
目
が
鎌
倉
名
越
の
日
向
の
座
前
に
観
心
本
尊
抄
を
持
参
し
て
、
此
の
抄
の

「自
■

口雪
一半
一外
小

乗
教

ｏ
邪
見
教

・
覆
蔵
教

・
未
得
道
教
」
と
あ
る
文
に
由

っ
て
、
本
述
勝
劣
七
重
の
義
を
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
向
は

「此
の
抄
の

相
伝
を
受
け
て
い
る
も
の
は
中
山
の
日
常
上
人
と
小
柄
だ
け
で
あ
る
。
本
抄
の
相
伝
な
き
も
の
が
本
抄
を
拝
見
す
れ
ば
必
ず
疑
間
を
発
す

る
も
の
で
あ
る
。
大
体
本
述
法
門
を
論
ず
る
の
に
は
述
門
付
嘱
の
義
と
述
門
読
誦
の
現
証
と
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
初

に
述

門
付
嘱
の
義
と
い
う
の
は
述
門
は
像
法
の
天
台
に
も
付
嘱
し
、
末
法
の
聖
人
に
も
付
嘱
さ
れ
て
い
る
。
述
本
二
門
に
も
表
裏
傍
正
が
あ

っ

て
、
像
法
天
台

へ
の
付
嘱
は
述
門
を
面
と
す
る
法
華
経
、
末
法
聖
人

へ
の
付
嘱
は
本
門
を
面
と
す
る
法
華
経
で
あ
る
。
本
抄
の
述
門
正
宗

八
品
に
つ
い
て
の

一
往

・
再
往
の
二
意
は
こ
れ
を
顕
す
文
で
あ
る
。
次
に
述
門
読
誦
の
現
証
と
は
聖
人
は
毎
日
の
勤
経
に
方
便

・
寿
量
の

述
本
二
品
を
読
誦
せ
ら
れ
た
し
、
ま
た
弘
安
五
年
十
月
十
三
日
聖
人
池
上
御
遷
化
の
折
、
御
臨
終
の
時
聖
人
自
ら
方
便
品
を
読
み
始
め
ら

れ
大
衆
こ
れ
に
従
ひ
、
方
便
品
終

っ
て
寿
量
品
の
半
ば
に
し
て
御
寿
終
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
付
嘱
の
義

・
現
証
の
義
共

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

に
述
門
を
用
い
て
本
述

一
致
な
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
抄
の
相
伝
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
天
目
の
本
述
勝
劣
の
七
重
義
は
、
天
目
聖
人
の
項
に
出
す
か
ら
往
見
、
こ
こ
で
は
省
略
。
と
に
か
く
本
成
日
実
に
よ
れ
ば
日

向
師
は
法
華
経
に
お
い
て
述
面
本
裏

・
本
面
述
裏
の
台
当
の
違
を
論
じ
て
本
述

一
致
を
主
張
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
目
の
本
述

勝
劣
義
を
述
門
不
読
だ
と
解
し
て
か
く
対
論
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
こ
こ
で
は
本
述

一
致
と
い

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
後
代
に
お
け
る
本

述
未
分
の
同
体
論
で
は
な
く
て
本
述
併
用

ｏ
本
門
正
意
論
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
本
述

一
致
論
が
室
町
時
代
に
至

っ
て
中
古
天
台
に

影
響
さ
れ
て
日
向
門
流
の
教
学
が
本
述
同
体
論
に
発
展
し
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

註
０
　
天
目
・
日
向
の
本
述
問
答
は
、
日
実
と
同
じ
く
中
山
門
流
の
常
寂
日
耀
の

「本
述
対
論

一
致
用
意
抄
」
下
巻
、
録
内
啓
蒙
巻

一
八
所
出

妙
満
寺
日
受
は
御
臨
終
時
の
寿
量
品
の
半
ば
読
誦
と
い
う
は
一
体
何
処
か
、
六
句
知
見
に
至
て
則
ち
御
臨
終
に
な
っ
た
と
い
う
の
か
と
茶
化
し
て

い
る

（宗
全
、
顕
本
二
の
八
四
）

五
、　
日
槽
乱
手
人
　
』
晰
別
霧
帥
三（
義
特
ご
一天も
載
彗
喘
珊
ぼ
ｎの伊
峙
銹
“
轟
殊
抑
撤
働
肘
ｒ
節

（
予
銅
爛
迎
ぽ

頂
師
の
本
述
教
義
の
見
る
べ
き
著
は

本
尊
抄
得
意
抄
副
書
　
一
巻

（正
応
五
年
瓢
釧
い
ユ
聖ｎ
四一
一じ

あ
る
の
み
。
こ
の
書
に
つ
い
て
宗
学
全
書
の
凡
例
に
は

そ
の
真
偽
は
別
と
し
、
…
…
上
代
に
於
け
る
本
述
論
研
究
の
資
料
た
り

と
い
い
、
奥
書
の
〔編
者
云
〕
の
下
に
も
、
「未
だ
真
偽
断
ず
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。

大
体
本
書
の
真
偽
未
決
と
さ
れ
る
理
由
は
、
後
分
の

「興
上
人

一
期
ノ
弘
法
」
以
下
の
文
に
あ
る
。
即
ち

「興
上
人

一
期
の
弘
法
の
付
嘱
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を
受
け
」
と
い
う
の
は
、
富
士
門
流
の
身
延
相
承

命
不
全
裂
副
）
の

「
日
蓮

こ
の
書
の

「
日
蓮
日
興
と
次
第
し
て
、
日
興
は
無
辺
行
の
再
来
と
し
て
」

常
寂
光
土
乃
至
多
宝
塔
中
大
牟
尼
尊
―
一

一
期
ノ
弘
法
、
白
蓮
阿
闇
梨
日
興
二付
二
嘱
ス
之
ピ

に
同
じ
く
、

云
云
は
、
彼
の
門
流
の
秘
書
と
せ
る
本
因
妙
抄
末
尾
（
一同
∝
）
の

と
あ
る
に
同
じ
く
、
こ
の
書
に

「熟
脱
を
捨
て
下
種
を
取
る
べ
き
時
節
な
り
。
記
の

一
に
雖
脱
在
現
具
騰
本
種
」
と
い
う
は
興
門
強
調
の

法
門
で
、
彼
の
門
流
相
伝
の

「百
六
ケ
相
承
」

（
一同
社
）
の
主
旨
に
相
応
し
て
い
る
。　
こ
の
故
に
本
書
の
冒
頭
よ
り

「
興
上
人

一
期
の
弘

法
」
の
文
の
次
上
、
「
是
を
天
魔
波
旬
の
成
す
所
領
と
遊
ば
さ
れ
た
り
」
ま
で
の
前
分
の
説
旨
は
宗
祖
指
南
の
法
義
を
そ
の
ま

ま

説
い
た

も
の
で
、
別
に
興
門
の
色
彩
が
な
い
が
、
「
興
上
人
」
ξ
以
下
が
興
門
流
相
伝
の
特
色
法
門
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
前
分
の
趣
旨
は
大
田
方
の
人
人
が
述
門
無
得
道
な
れ
ば
述
門
を
捨
つ
べ
き
だ
と
い
う
曲
解
を
誠
め
た

「
四
菩
薩
造
立
抄
」
、

及

び

曽
谷
教
信
の
述
門
不
読
義
を
僻
見
な
り
と
教
誠
し
た

「本
尊
得
意
抄
」
を
以
て
、
本
述
勝
劣
の
的
証
で
あ
る
こ
と
、
本
述
勝
劣
な
れ
ば
末

法
は
述
門
傍
本
門
正
な
る
べ
き
旨
を
心
得
べ
き
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
本
書
の
肝
要
は

此
書

（翻
端
擁
）
又
得
意
抄
の
二
抄
、
既
に
本
述
勝
劣
の
的
証
な
る
事
、
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
べ
し
。
本
門
の
事
行
は
要
が
中
の
要
、
下
種

の
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り
。

の
文
と
、

所
謂
二
門
の
表
裏
の
義
理
を
知
ら
ず
し
て
は
読
む
事
叶
ふ
べ
か
ら
ず

の
文
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
頂
師
自
身
所
懐
の
本
述
法
門
で
あ
り
、
後
文
の

「
興
上
人
」
以
下
は
後
代
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
ろ
う
か
。

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

と
い
う
の
は
頂
師
は
晩
年
に
真
間
を
退
い
て
重
須
に
隠
れ
興
師
の
思
想
に
な
じ
ん
だ
と
は
い
へ
、
そ
の
在
世
中
に
は
未
だ
本
因
妙
抄
や
百

六
ケ
相
承
に
見
る
が
如
き
中
古
天
台
の
影
響
者
が
な
か

っ
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
如
く

「本
尊
抄
得
意
抄
副
書
」
の
前
分
が
頂
師
の
真
著
と
す
れ
ば
、
頂
師
も
本
述
勝
劣

・
本
門
正
意
論
者
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
六
上
足
の
順
序
と
し
て

・　
　
　
　
一日簿品芋人
　動靴醜肛類冶蛛梢林巌碗囀肛躯拙嫁い
甲斐
公。宗祖
に帰
し
て

国
で
そ
の
終
る
所
を
知
ら
ず

の
本
述
教
義
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
に
は
な
ん
ら
の
著
述
も
な
い
か
ら
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
文
才
あ
り

和
歌
を
解
し
た
と
伝
へ
ら
れ
、
「持
妙
法
華
聞
答
抄
」
（飾
硼
骸
嘔
）
は
師
の
述
作
に
し
て
宗
祖
よ
り
印
可
を
受
け
た
と
い
う

（議
舛
べ要
轟
鰤
猟

賜
協
段
一し

が
、
こ
の
書
は
権
実
判
を
骨
子
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
く
本
述
教
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

六、　一人日品芋人　麹徹暁四柳̈
轟一美と郵̈
勒菊申鵡珈抑， 卸「抑鵬一妙と私む争孵

天
目
師
の
教
学
思
想
を
窺
う
の
に
は
、
前
記
向
目
問
答
の
節
、
日
向
に
提
示
し
た
と
い
う

本
述
問
答
七
重
義

今
ホ全
一、
吐
理
）

と
、
鷲
巣
日
耕
の
記
し
た
と
い
う

円
極
実
義
抄
下
巻

（阻
拷
地
喉
）

で
あ
る
。
向
目
問
答
の
状
況
は
前
に
略
記
し
た
が
、
天
目
が
提
示
し
た
と
い
う
本
述
問
答
七
重
義
を
挙
ぐ
れ
ば

一
、
天
台

・
妙
楽

・
伝
教

。
大
聖
人
の
御
釈
は

一
向
に
述
を
捨
て
本
を
立
つ
る
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨
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二
、
聖
人
の
御
書
に
於
て

一
往
再
往

・
与
奪
傍
正
こ
れ
あ
り
と
雖
も
、
肝
心
の
実
義
は
開
目
抄
と
観
心
本
尊
抄
と
を
本
と
為
す
べ
し
と

云
ふ
事

二
、
本
述
の
法
門
に
於
て
は
時
に
依
て
破
立
あ
る
べ
き
の
事

四
、
大
聖
人
の
習
ひ
恭
く
も
父
母

・
檀
那
の
義
た
り
と
雖
も
、
時
至
ら
ず
ん
ば
本
意
を
顕
は
さ
ざ
る
事

五
、
聖
人
の
御
門
弟
に
於
て
は
、
先
づ
経
文
を
閣
き
聖
人
の
御
書
を
本
と
為
す
べ
き
事

六
、
本
門
に
於
て
は
、
在
世

・
滅
後
に
亘
る
べ
き
事

七
、　
一
品
二
半
の
外
も
本
門
の
序
正
流
通
共
に
、
末
法
に
於
て
は
所
詮
と
為
す
べ
き
事

で
あ
る
。
第

一
条
は
宗
祖
の
本
門
為
勝
は
別
と
し
て
、
天
台
宗
の
天
台

。
妙
楽

・
伝
教
の
三
師
ま
で
が
、
述
を
捨
て
ヽ
本
を
立
て
た
と
は

思
は
れ
な
い
。
大
体
こ
の
間
答
記
録
は
本
述

一
致
を
主
張
す
る
中
山
門
流
の
日
実

ｏ
日
耀
の
も
の
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天
目
の
立
義

を
多
少
過
大
に
表
現
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
第
二
条
の
宗
祖
の
御
書
中
、
開
本
両
抄
肝
要
説
は
至
極
妥
当
で
あ
り
、
第
二
条
の
像
法

と
末
法
と
相
対
し
て
本
述
法
門
に
お
い
て
破
立

・
傍
正
の
あ
る
こ
と
、
第
四
条
の
父
母

・
檀
那
等
の
義
理

ｏ
人
情
に
か
か
は
ら
ず
、
時
至

ら
ざ
れ
ば
本
意
を
顕
示
し
な
い
こ
と
は
異
論
は
な
い
。
第
五
条
は
経
文
軽
視
、
御
書
重
視
の
意
で
は
な
く
、
経
文
を
解
す
る
の
に
先
づ
宗

祖
の
御
書
を
能
照
能
見
の
眼
と
し
な
け
れ
ば
経
意
の
把
握
に
過
誤
を
生
ず
る
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
第
六
条
は
観
心
本
尊
抄
の

「在
世
本

門
末
法
之
初
」
ξ
の
種
脱

一
往

一
体
を
示
し
た
も
の
、
第
七
条
も
本
尊
抄
の
文
に
よ
る
も
の
、
至
極
当
然
で
あ
る
。

以
上
に
よ
る
に
、
天
目
は
富
士
派
の
諸
師
が
非
難
す
る
が
如
き
述
門
不
読
論
者
で
あ

っ
た
か
否
か
は
断
定
し
難
い
。
彼
は
本
述
勝
劣

・

本
門
正
意
論
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
而
も
そ
の
本
門
為
勝
も
単
な
る
正
宗

一
品
二
本
の
み
を
採
る
の
で
は
な
く
、
本
門
の

序
正
流
通
共
に
詮
と
為
す
旨
を
主
張
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
弁
記
の

「
円
極
実
義
抄
」
中
の
天
目
の
義
を
見
れ
ば

一

層
明
ら
か
と
な
る
。

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
迩
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

次
に
円
極
実
義
抄
で
あ
る
が
、
此
の
抄
に
つ
い
て
こ
れ
は
弁
の
著
か
、
天
目
の
作
か
、
古
来
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
は
巻

首
に

「
日
弁
記
」
と
あ
る
に
従

っ
て
日
弁
の
著
と
す
る
。
抄
中
処
々
天
目
の
事
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
以
て
天
目
自
身
の
記
と
す
る

よ
り
は
、
弁
師
が

「
天
目
云
く
」
と
か

「
天
目
相
伝
す
る
所
の
」
等
と
、
天
目
を
指
す
に
第
二
人
称
を
以
て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
は

れ
る
。
「巻
末
」
の

「本
門
寺
沙
門
天
目
集
記
」
と
あ
る
の
は
、
弁
師
が
天
目
の
義
を
集
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な

か
ろ
う
か
。
著
作
筆
代
は
祖
滅
二
十
年
代
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
抄
中
に

「
正
安
二
年
臥
討
五
月
十
日
己
来
天
目
身
命
を
惜

ま
ず
散
々
に
彼
の
老
僧
等
を
破
失
す
る
な
り
」
（宗
罐
一こ

と
ぁ
る
。
正
安
二
年
は
祖
滅
十
九
年
だ
か
ら
そ
れ
よ
り
も
後
の
作
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
弁
師
の
殉
教
は
応
長
元
年
（却
爾
Ｙ
ハ
月
廿
六
日
だ
か
ら
そ
れ
以
前
の
作
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
本
書
に
お
け
る
天
目
の
教
学
を
窺
う
に
、
云
く

其
の
後
永
仁
五
年
三
月
十
七
日
右
衛
門
太
夫
に
付
し
て
彼
の
僧
等
を
勧
進
す
、
天
目
云
く

「大
聖
御
作
の
書
数
百
巻
こ
れ
あ
り
。
門
徒

一
同

一
処
に
会
合
し
て
之
を
治
定
し
、
本
門
大
師
の
元
意
に
就
て

一
同
に
本
門
の
二
大
秘
法
を
弘
通
せ
ん
」
と
、
彼
の
人
人
を
諌
暁
す

れ
ど
も
猶
は
之
を
用
ひ
ず
。
其
後
正
安
二
年
敗
付
五
月
十
日
己
来
、
天
目
身
命
を
惜
ま
ず
し
て
散
散
に
彼
の
老
僧
等
を

破

失

す

る
な

り
。

破
さ
れ
た
る
彼
の
人
人
等
は
隕
恙
を
起
す
こ
と
毒
蛇
の
如
し
。　
天
目
の
悪
名
を
天
下
に
立
つ
る
こ
と
称
計
す
べ
か
ら
ず
。　
然
り

と
雖
も
法
門
に
於
て
は

一
言
の
返
答
も
な
き
な
り
。
彼
の
老
僧
達
云
く

「本
述
は
勝
劣
な
し
、
故
に
我
等
の
本
師
聖
人
の
朝
夕
の
行
は

本
述
並
べ
て
之
を
行
ず
、
其
の
上
浄
法
房
が
物
狂
に
云
く
大
聖
人
は
述
門
の
経
を
破
す
る
な
り
と
、
全
く
其
の
義
な
し
、
述
門
の
経
は

是
れ
我
等
が
本
師
弘
通
の
正
意
な
り
」
と
云
ふ
。
彼
の
人
人
は
本
師
の
所
破
を
以
て
弘
通
の
正
意
と
為
す
。
是
れ
師
弟
相
違
の
過
七
逆

罪
に
劣
ら
ず
。
弟
子
は
応
に
師
の
法
を
弘
む
べ
し
。
何
ぞ
還
て
師
の
弘
法
を
失
ふ
て
各
々
一
弟
子
と
計
す
る
や

（銅
一
）

と
。
彼
の
老
僧
等
と
い
う
の
は
昭

・
朗

・
向

・
興
の
四
師
で
あ
る
。
彼
の

「
四
人
の
老
僧
等
此
の
義

（宗
祖
の
第
二
法
門
）
を
知
ら
ず
、

妄
り
に
本
述
を
混
雑
し
述
門
を
以
て
面
と
為
し
本
門
を
以
て
裏
と
為
し
未
だ
仏
教
の
淵
底
を
極
め
ず
、
本
師
の
元
意
を
得
ざ
る
者
」
で
あ

―- 14 -一



る
に
対
し
て
、
天
目
は
が
前

・
述
門

・
本
門
の
二
重
の
教
相
に
よ

っ
て
簡
出
さ
れ
た
第
二
法
門
た
る
本
門
三
大
秘
法
を
弘
通
す
る
正
師
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
る
四
老
が
述
面
本
裏
の
逆
謗
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
ま

ゝ
受
取
れ
な
い
が
、
天
目
は
本
述

勝
劣
論
者
で
あ

っ
て
法
門
の
乱
衰
を
慨
歎
さ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
天
目
で
あ

っ
た
か
ら
早
く
も
祖
滅
十
六
年
の

永
仁
五
年
に
御
書
の
編
輯
を
提
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
書
中
に
昭

・
朗

・
向

・
興
の
四
人
は

「
従
体
垂
述
述
依
於
本
、
及
び
不
識
天
月

但
観
池
月
等
の
釈
を
知
ら
ざ
る
」
者
、
「
又
能
開
所
開
に
迷
へ
る
」
者
と
破
し
、
而
し
て

本
門
の
円
を
以
て
正
直
捨
権
の
純
円
と
為
す
。
天
台
の

一
念
三
千
は
理
観
な
り
、
本
化
大
聖
は
事
具
三
千
の
妙
観
な
り
。
此
の
如
き
妙

境
妙
智
は
正
し
く
法
華
経
本
門
寿
量
品
の
肝
心
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
の
能
開
の
極
妙
に
依
る
な
り
。
…
…

天
目
相
伝
す
る
所
の
本
門
大
聖
人
の
止
観
の
法
門
、
此
の
如
し

と
示
し
、
三
大
部
に
前
代
未
間
を
論
じ
て
左
の
如
き
意
を
示
し
て
い
る
。

嫁
醜
∞
動
斌
昧
‐
一‐ ‐ ‐
一
一
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
一
岬
の の 事
囀
¨
一
」
け

ｏ
本
述

・
観
心
（以
上
期
珪
）

以
上
要
す
る
と
こ
ろ
天
目
の
教
学
思
想
は
本
述
勝
劣
に
し
て
、
そ
の
本
勝
た
る
本
門
は
寿
量
品
所
詮
の
事
具

一
念
三
千
で
あ
り
、
こ
れ

が
即
ち

「
日
蓮
が
第
二
の
法
門
」
に
し
て
、
末
法
弘
通
の
三
大
秘
法
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
と
す
る
。
天
目
が
述
面
本
裏
弘
通
の
謗
者
中

に
興
師
を
入
れ
て
い
る
の
は
ど
ん
な
事
情
に
よ
る
の
か
、
興
師
所
懐
の
教
学
か
ら
い
え
ば
不
当
で
あ

っ
て
、
こ
れ
興
師
に
対
し
て
相
当
感

情
的
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
興
門
流
で
は
却
て
天
目
を
も

っ
て
興
師
の
義
を
盗
め
る
違
反
者
で
あ
る
と
し
て
い
が
ｏ
こ
れ
も
少
々
感

情
的
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
天
目
と
興
門
と
の
間
に
は
相
当
の
隔
執
が
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

要
す
る
に
天
目
は
前
言
の
如
く
本
述
勝
劣
論
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
書
に
よ
る
限
り
述
門
不
読
論
者
で
あ

っ

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

た
と
は
い
え
な
い
。
彼
を
述
門
不
読
論
者
に
仕
上
げ
た
の
は
興
門
流
で
、
或
は
日
興
の
許
を
離
れ
た
天
目
を
憎
さ
の
あ
ま
り
作
為
せ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（備
考
）

天
目
の
寂
年
に
延
慶
元
年

（Ａ
ｎ
二
七
）
と
延
元
二
年

（Ａ
ｎ
五
六
）
と
の
二
説
が
あ
る
が
、
前
説
の
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う

の
は
、
保
田
妙
本
寺
日
容
の
「
日
仙
日
代
問
答
記
」
含
不
全
、
興
門
四
四
五
）、
冠
錯
日
親
の
「伝
灯
抄
」
含
小
全
、
史
伝
一
の
六
〇
）、
及
び
本
成
日

実
の

「宗
旨
名
目
」

（和
本
下
三
三
）
等
、
い
づ
れ
も
天
目
の
名
を
先
に
日
弁
を
次
に
記
す
る
こ
と
は
、
天
目
の
方
が
日
弁
よ
り
年
長
で
な
か
っ
た

か
、
年
長
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
説
を
正
当
と
す
る
。
す
る
と
天
目
は
弁
師
よ
り
十

一
歳
の
年
長
で
あ
る
。
従
っ
て
教
学
上
も
天
目
の
方
が
日
弁

よ
り
先
輩
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
し
て

「円
極
実
義
抄
」
は
全
く
弁
師
が
天
目
相
伝
の
教
義
を
主
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。

富
士

一
跡
門
徒
存
知
事
の
追
加

（宗
全
、
興
門

一
二
七
）
に

一
、
去
る
正
安
年
中
以
来
、
浄
法
房
天
日
と
云
ふ
者
あ
り
。
聖
人
に
値
ひ
奉
り
日
興
が
義
を
盗
み
取
り
、
鎌
倉
に
於
て
之
を
弘
通
す
。
又
祖
師
を

蔑
如
し
添
加
す
る
義
も
有
之

と
あ
る
。七

、　
日
排
晶
二人
　
融
卿
珈
噺
秘
蜘
蜘
脚
け
は
曇
嫌
諏
師
・滝峡
婦
印
報
午
離
絲
「
応‐こ
観
討
年
（越
一後到
一閣
一梨「

さ
る
、
寿
七
三

弁
師
の
本
述
思
想
を
窺
う
の
に
前
記

「
円
極
実
義
抄
」
の
他
に
、
本
尊
抄
聞
書
　
五
巻
（妊
財
機
）、

本
述
聞
書
　
一
巻
（銅
）
が
あ
る
と

い
う
が
、
残
念
な
が
ら
今
そ
れ
ら
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
働
て

「
円
極
実
義
抄
」
下
巻
の
み
に
依
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し

該
書
は
前
述
の
如
く
天
目
相
承
の
教
義
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
師
の
教
学
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
天
目
の
教
学
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
故
に
こ
こ
で
は
天
目
相
承
日
弁
所
懐
の
教
義
と
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。
実
義
抄
は
始
め
に

浅
き
を
去
て
深
き
に
就
く
は
是
れ
如
来
の
本
懐
な
り
。
伝
教
大
師
の
云
く
、
浅

易

深

難
　
釈

迦

所
判
、
去
レ
浅

就
レ
深

丈

夫

之

心
也
等
ξ
。

(1)譲
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と
標
し
て
、
外
道

・
蔵
通
別
の
前
三
教

・
が
前
未
開
の
円

・
述
門
開
会
の
円

。
本
門
の
極
円
等
と
展
転
次
第
し
て
勝
劣
を
論
じ
、
最
後
の

本
門
極
円
を
明
し
て

当
に
知
る
べ
し
、
本
実
成
以
来
十
方
垂
述
所
説
の
微
塵
の
経
々
、
並
に
今
日
寂
場
以
来
、
述
門
の
安
楽
行
品
に
至
る
ま
で
、
皆
是
れ
涌

出

・
寿
量
の
序
な
り
、
方
便
な
り
。
久
遠
の
本
は
唯
涌
出

・
寿
量
の
両
品
に
限
て
一
代
に
絶
え
た
る
所
、
…
…
麦
を
以
て
本
門
寿
量
品

を
教
主
釈
尊
出
世
の
本
懐
と
為
す
と
申
す
べ
し
、
最
極
此
に
在
る
な
り
。
（ゎボ
全
、
札
理
）

と
て
本
尊
抄
の
指
南
の
如
く
、
五
重
三
段
の
第
五
法
界
三
段
の
正
宗
た
る
涌
出

¨
寿
量
の
二
品
を
も

っ
て
久
遠
本
地
の
教
と
し
、
而
も
二

品
の
中
寿
量
品
を
も

っ
て
最
極
と
な
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
観
心
に
お
い
て
述
本
二
門
の
不
同
を
説
い
て
、
述
門
は
理
円
、
本
門
は
事
円

な
り
と
し
、
本
門
事
具
の
純
円
よ
り
見
れ
ば
述
門
理
円
は
な
お
別
教
の
摂
属
な
り
と
斥
ひ
、
本
門
純
円
の
妙
法
蓮
華
経
を
も

っ
て
末
法
下

種
に
備
う
べ
き
旨
を
述
べ
て
い
る
。
而
も
彼
は
本
門
の
教
相

・
観
心
を
説
い
て
後
、
昭

・
朗

・
向

・
興
の
四
老
の
迷
執
を
破
し
て

今
法
華
宗
の
弁
律
師
日
昭

ｏ
大
国
阿
閣
梨
日
朗

・
民
部
阿
閣
梨
日
向

・
白
蓮
阿
閣
梨
日
興
、
此
等
の
人
々
、
教
法
流
布
の
時
機
を
知
ら

ざ
る
上
、
仏
法
の
邪
正
浅
深
に
迷
惑
す
。
故
に
近
述
に
執
し
て
以
て
遠
本
を
失
す
。
本
述
す
ら
尚
迷
へ
り
。
況
ん
や
不
思
議

一
を
や
。

進
ん
で
は
釈
迦

・
多
宝

・
十
方
諸
仏
の
御
本
意
を
失
ひ
、
退
て
は
本
師
た
る
本
門
大
師
の
弘
通
の
本
意
を
失
ふ
。
彼
の
人
々
は
古
の
謗

法
の
天
台
宗
に
就
て
学
文
を
為
す
間
、
彼
の
旧
習
未
だ
改
ま
ら
ず
、
今
此
の
本
門
大
師
の
正
義
に
彼
の
邪
義
を
混
合
し
述
門
を
以
て
極

理
と
為
す
。
実
一に
吻
て
不
可
な
り
。
（銅
一上
）

等
と
呵
責
し
て
い
る
。
　

而
し
て
彼
は
末
法
弘
通
の
三
大
秘
法
と
し
て
左
の
如
き
意
を
示
し
て
い
る
。

三
大
秘
法
―
一‐ ― ‐
一
¨
¨
一
い
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
¨
一
［
¨
寿 未 ．
つ
い
¨
峙
一
」
華
経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　

¨

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

- 17 -・



宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

以
上
弁
師
の
教
学
は
大
体
此
の
如
き
で
あ
る
。

要
す
る
と
こ
ろ
、

彼
の
本
述
論
は
本
尊
抄
の
法
界
三
段
の
義
に
よ

っ
て
近

（述
中
）
と
遠

本

（本
地
）
と
分
別
し
て
い
る
。

故
に
彼
の
本
述
勝
劣
義
は
単
な
る

一
経
上
の
述
本
二
門
の
勝
劣
で
は
な
く
、
本
地
述
中
対
判
の
勝
劣
で

あ
る
こ
と
、
而
も
こ
の
本
述
判
の
根
拠
が
本
尊
抄
の
法
界
三
段
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
祖
意
を
得
た
も

の
と
い
う

べ
き

で
あ

る
。
し
か
し
折
角
法
界
三
段
に
よ
り
な
が
ら
流
通
為
正
を
取
ら
ず
し
て
前
四
重
三
段
に
同
じ
て
正
宗
為
勝
を
採

っ
た
こ
と
、
及
び
本
地
寿

量
品
の
体
た
る
事
具
事
円
の
別
体
妙
法
蓮
華
経
を
直
ち
に
末
法
所
弘
の
三
大
秘
法
と
せ
ら
れ
た
こ
と
は
惜
く
も
未
だ
し
の
感
が
あ
る
。

以
上
目

・
弁
二
師
の
本
述
法
門
を
窺

っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
分
そ
の
本
拠
が
共
に

「
円
極
実
義
抄
」

一
書
で
あ
る
か
ら
、
両
師
各
特
異
の

思
想
を
明
確
に
な
し
得
な
か

っ
た
。
し
か
し
古
来
の
諸
史
料
殆
ん
ど
美
濃
公
天
目

・
越
房
房
日
弁
等
と
両
師
を
切
離
さ
ず

一
処
に
論
じ
て

い
る
こ
と
は
、
両
人
の
教
学
思
想
に
お
い
て
差
異
の
な
か
た

っ
た
証
で
は
な
い
か
と
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（備
考
）
一
、
望
月
博
士
は

「猶
本
述

一
致
の
語
は
実
義
抄
に
天
目
の
用
ゆ
る
処
な
り
」

（学
説
史
五
〇
）
と
い
は
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
博
士
は

「円
極
実
義

抄
」
を
天
目
著
と
み
る
か
ら
か
く
い
は
れ
る
の
で
、
と
に
か
く
本
述

一
致
の
語
は
実
義
抄

（宗
全
、
上
聖
八
三
）
に
始
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

而
も
博
士
は

「
よ
っ
て
こ
の
語
は
像
師
ｏ
天
目
時
代
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
に
し
て
、
祖
滅
五
十
余
年
前
後
の
も
の
か
」
（前
掲
の
文
に
引
つ
づ
き
）

と
い
は
れ
て
い
る
が
、
小
柄
は
前
言
し
た
如
く
同
書
が
祖
滅
二
十
年
代
の
記
述
と
す
れ
ば
、
本
述

一
致
の
語
は
そ
の
頃
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の

「本
述

一
致
」
の
初
見
は
本
述
論
史
研
究
の
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
、
弁
師
に
は
御
遺
文
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
日
秀
共
同
名
儀
の

「滝
泉
寺
申
状
」
が
あ
る
が
、
こ
の
書
は
熱
原
法
難
に
関
す
る
申
状
で
あ
っ
て
、
別

に
本
述
問
題
に
関
す
る
記
述
が
な
い
か
ら
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

執
行
師
は
こ
れ

「
日
弁
の
作
で
な
く
、
小
西
日
慧
の
作
の
誤
伝
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

（教
学
史
三
〇
）

弁
師
も
天
目
に
倣
い
興
師
を
破
斥
し
て
い
る
が
、
興
師
も
弁
師
を
異
端
者
と
し
て
い
る
。
即
ち

「
本
尊
分
与
帳
」

（宗
全
二
の

一
一
二
）
に
、

富
士
下
方
市
庭
寺
ノ
越
後
房
者
日
興
ノ
弟
子
也
、
例
テ
所
二
申
与
一如
レ件
。
但
シ
弘
安
年
中
背
二
日
蓮
一了

と
あ
る
。

(2)(1)譲
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八、　日法聖人　抑鴇帥幡』『
（開っ一祖て判嗽す峰鋳ｎみ祖六で‐こ嚇鬱卍Ⅷ拠場̈
つヽ和崎鰤棚製孵

日
法
師
の
本
述
論
を
見
る
べ
き
著
書
は

聖
人
之
御
法
門
聴
聞
分
集

全
ホ
始
し

本
述
相
違

（
一同
一一一量
）

で
あ
る
。

「聴
聞
分
集
」
は
法
華
経
に
つ
い
て
広
く
種
々
の
法
門
を
説
い
て
あ
る
が
、
教
相
と
し
て
は
殆
ん
ど
権
実
相
対
で
あ
る
。
本
述
に
関
し
て

は
わ
ず
か
左
の
如
く
説
か
れ
て
い
る
。

文
句
記
二云
ク
精
越
品

此
之
娑
婆
ハ即
チ
本
ノ
応
身
所
居
之
土
也
ξ
。
玄
ノ
七
．．云
ク
即
チ
本
時
′
同
居
土
也

増
競
量
。
又
述
′本
ハ非
″
本

之
云
ふ

は
、
述
門
に
は
大
通
を
本
と
為
す
間
、
本
に
望
む
る
時
は
本
に
あ
ら
ず
。
本

述

非
】
述

．と
は
久
遠
実
成
の
本
仏
は
垂
述
の
義
こ
れ
な

じ
と
雖
も
、
是
れ
利
生
方
便
の
為
に
垂
述
す
る
故
に
、
廃
述
顕
本
の
時
述
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
な
り
。
記

一
本

云

本
時

自
行

唯
与
レ

円
合
ス訛
他
不
定
ナ
ンパ
跡
有
「
八
教
一文
　
（宗
一全
一
型
）

と
い
い
、
ま
た

五
百
間
論

云

一
経
文
中
以
レ
本
為
レ
主
文
。
　
又
云

一
代
教
中
未
三
曽

顕
二
遠

父
母
之
寿
“○
若

不
レ
知
二
父

寿
之
遠
一復
迷
二
父
統
之

邦
一徒

謂
二
才
能
一全

非
二
人

子
一文
。
義
決

云

道
逮
師
之
久
遠

出
レ
自
二
今
典
一久
遠
之
本

唯
在
二今
経
一若

余
経

在

者
本
門

施

化
応
レ
成
二
虚
説
一涌
出
寿
量

文
義
倶

壊

文
。

私
に
云
く
、
是
の
如
き
文
釈
を
案
ず
る
に
、
天
台
と
聖
人
と
の
本
述
違
目
道
理
必
然
也

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

と
い
う
。
こ
の
文
は
法
聖
自
身
の
語
は
少
く
た
だ
文
句

・
玄
義
等
の
諸
文
を
以
て
本
述
義
を
引
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「私
に
云
く
」

に
示
せ
る
如
く
、
彼
自
身
の
本
述
観
は
も
と
よ
り
本
述
勝
劣
で
あ
る
。
而
も
そ
の
本
述
観
た
る
や
単
な
る

一
経
中
の
述
門
十
四
品

。
本
門

十
四
品
と
い
う
横
の
本
述
で
は
な
く
ヽ
縦
の
本
述
即
ち
本
地

ｏ
述
中
相
対
の
事
の
本
述
で
あ
る
。
「述
の
本
は
本
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
は
、述

門
に
は
大
通
を
本
と
為
す
間
、
本
に
望
む
る
時
は
本
に
あ
ら
ず
、
本
の
述
は
久
遠
実
成
の
本
仏
は
垂
述
の
義
こ
れ
な
し
一と
雖
も
い
是
れ
利

生
方
便
の
為
に
垂
述
す
る
故
に
、
廃
述
顕
本
の
時
は
述
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
こ
と
を
証
す
る
。

次
に

「本
述
相
違
」
で
あ
る
が
こ
り
書
は
経
文
を
は
じ
め
天
台
三
大
部
本
末
に
輔
正
記
や
伝
教
の
守
護
章
と
、
わ
が
宗
祖
の
開
目
抄

・
本

尊
抄

・
取
要
抄

・
報
恩
抄
等
重
要
御
書
を
挙
げ
る
の
み
で
、
彼
自
身
の
解
説
は
な
い
。
た
だ
書
中

一
ケ
所
に

私
に
云
く
、
本
述
雖
殊
不
思
議

一
、
或
は
二
門
之
体
両
処
不
殊
等
と
は
本
門
は
り
開
逃
ｔ
党
る
な
り
「
（
銅
一一一址
）

と
あ
る
の
み
。
こ
の
書
を
拝
す
る
と
き
、
本
述

一
体
の
意
を
あ
ら
は
す
文
と
共
に
．
本
述
勝
劣
の
意
を
ち
ら
は
す
文
と
を
多
く
掲
載
し
て

い
る
が
、
そ
の
題
号
の
如
く
、
ま
た

「私
に
云
く
」
の
如
く
、
日
法
師
の
思
想
は
本
述
勝
劣
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
本
書
を
通
観
す
れ
ば
理

解
で
き
よ
う
。
今
は
煩
し
い
か
ら
引
証
文
逐

一
の
解
説
は
避
け
て
お
こ
う
。

（備
考
）

日
法
師
の
俗
姓
に
つ
い
て
、

「
当
家
諸
門
流
継
図
之
事
」
の
日
憲
記
に
、
信
州
、
佐
野
家
の
人
と
い
い
、

「
仏
祖
統
記
」
に
は
父
の
名
は
芝
田
右
近
な

り
と
い
い
、
ま
た
近
来
の
諸
師
い
づ
れ
も
師
に
つ
い
て
信
州
の
人
、
佐
野
氏
の
出
身
、
或
は
芝
田
右
近
の
子
な
ど
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う

も
納
得
れ
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
「
富
士

一
跡
門
徒
存
知
事
」
全
小
全
一、
二一
“
）
に

甲
斐
国
下
山
郷
の
地
頭
、
左
衛
門
四
郎
光
長
は
聖
人
の
御
弟
子
、
還
化
の
後
は
民
部
阿
閣
梨
を
師
と
為
す
。
（帰
依
僧
也
）
而
る
に
永
仁
年
中
新
堂
を
造

立
し
一
体
の
仏
を
安
置
す
る
の
刻
、
日
興
の
許
に
来
臨
し
て
所
立
の
義
を
難
じ
、
聞
巳
て
自
義
と
為
し
候
処
に
、
正
安
二
年
民
部
阿
閣
梨
彼
の
堂
並

に
一
体
の
仏
を
開
眼
供
養
す
。

と
あ
り
、
先
年
宗
門
史
家
故
稲
田
先
生
よ
り

「光
長
寺
」
の
号
は
日
法
聖
人
の
俗
姓
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
今
文
中
の
「
甲
斐

国
下
山
郷
の
地
頭
左
衛
門
四
郎
光
長
」
は
果
し
て
日
法
聖
人
の
俗
姓
で
而
も
光
長
寺
号
の
所
由
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
同
書

（
〓同
〓
し
に
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一
、
下
山
砂
　
一
巻

甲
斐
国
下
山
郷
兵
庫
五
郎

（光
基
の
氏
寺
平
泉
寺
に
直
に
御
自
筆
を
以
て
遣
は
す
）
住
僧
因
幡
房
日
永
追
出
し
の
時
の
述
作
な
り
。
正
本
の
在
所
を
知
ら
ず
と
あ

下
山
の
地
頭
兵
庫
五
郎
光
基
は
因
幡
房
日
永
の
父
で
念
仏
信
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
宗
祖
代
筆
、
日
永
提
出
の
御
消
息
に
よ
っ
て
光
基
が
法
華
経
に
帰

依
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
下
山
家
に
お
い
て
は
こ
の
下
山
御
消
息
は
重
要
な
書
状
で
あ
る
。
そ
の
書
状
の
日
法
写
本
が
彼
の
開
基
た
る
光
長

寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
あ
る
い
は
下
山
左
衛
門
四
郎
光
長
は
日
法
聖
人
の
俗
姓
か
と
も
お
も
う
。
然
る
に
興
師
の

「本
尊
分
与
帳
」
を

見
れ
ば
一
、
武
蔵
国
住
、
泉
出
房
者
越
後
房
弟
子
、
働
テ
日
興
申
二与
之
一。
越
後
房
逆
罪
時
、
同
時

二
背
キ
了
ヌ
（
一同
〓
し

と
あ
り
、
武
蔵
国
の
住
僧
泉
出
房
を
和
泉
房
日
法
と
す
れ
ば
、
同
帳
に
は
ま
た

一
、
甲
斐
国
下
山
左
衛
門
四
郎
者
因
幡
房
ノ弟
子
也
、
働
テ
日
興
申
二与
之
一。
但
シ聖
人
御
滅
後
背
キ
了
ヌ
（
一同
一
五
）

と
重
出
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
。
こ
の
点
よ
り
す
れ
ば
法
師
と
光
長
と
は
別
人
か
と
思
は
れ
る
。
別
人
だ
と
す
れ
ば
下
山
左
衛
門
四
郎
光
長
は
在
俗

の
入
道
で
光
長
寺
の
開
基
檀
那
で
あ
っ
た
の
か
。
宗
門
史
に
全
く
素
人
の
小
柄
に
は
不
審
で
あ
る
か
ら
、
誰
か
御
教
示
下
さ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

九
、
日
像
聖
人

像
師
は
日
朗
門
下
で
あ

っ
て
宗
祖
の
直
弟
で
は
な
い
。
故
に
直
弟
と
し
て
扱
う
こ
と
は
不
当
で
あ
ろ
う
が
、
今
宗
祖
滅
後
の
教
学
史
で
は

第

一
期
即
ち
宗
祖
滅
後
よ
り
建
武
中
興
に
至
る
約
五
十
年
間
の
直
弟
各
地
布
教
時
代
に
入
る
人
で
あ
る
か
ら
、
直
弟
な
み
に
見
て
こ
こ
に

そ
の
本
述
論
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

像
師
の
著
は

法
華
宗
旨
間
答
抄
　
法
華
宗
弘
通
抄
　
本
述
同

一
文
集
　
本
述
□
決

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

永三幼
元鮒名
年二経
⌒赦一
一を麿
三経
｀

四て肥
二弘後｀
通阿
A公閣
n許梨
六の
｀

一綸竜V旨
華

寂を院｀
得
°

寿
｀
日

七京朗
四都門
妙下
顕
°

寺帝
開都
基開°
教
康
｀
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

祈
祷
経
之
事
　
曼
茶
羅
相
伝
　
五
時
図
　
制
定
条
々
　
　
　
其
　
他

で
あ
る
が
、
こ
の
中
本
述
問
題
に
関
し
て
記
し
て
い
る
の
は
、
祈
祷
経
之
事

・
本
述
□
決

・
本
述
同

一
文
集
の
二
部
で
あ
る
。

先
ず

「祈
祷
経
之
事
」
（宗
全
ｒ
一
吻
）
は
文
保
二
年
正
月
十
三
日

（
コ
枷
）
の
著
で
、
執
行
海
秀
師
が

「宗
祖
の
作
と
伝
ふ
祈
祷
経
肝
文
の

略
註
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
本
述
二
門
は

一
往
勝
劣
、
再
往

一
致
と
言
明
し
、
説
必
次
第
に
従

っ
て
勝
劣
を
立
て
る
が
、
二
門
の
体
に
於

て
は
殊
ら
ず
し
て
全
く

一
致
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
」
（教
畔
親
）
と
明
し
て
い
る
も
の
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。今
そ
の
文
を
挙
ぐ
れ
ば

一
、
本
門
寿
量
品
の
本
尊
等
と
書
き
顕
し
、
述
本
各
別
に
勧
請
の
事
、
御
勧
請
並
に
勘
文
、
述
本
各
別
は

一
往
説
必
次
第
の
儀
な
り
。

広
略
を
捨
て
て
肝
要
を
好
み
給
う
蓮
師
の
御
内
証
は
非
文
非
義
の
五
字
の
要
法
は
是
れ
要
が
中
の
要
な
り
。
全
く
述
本
各
違
、
高
下

劣
勝
こ
れ
な
き
な
り
。

一
、
題
目

一
返
の
事
、
…
…
末
弟
等
　
述
本
各
別
の
勧
請
等
を
見
て
要
法
に
も
亦
述
本
の
違
あ
る
か
等
と
思
う
べ
し
。
故
に

一
往
説
必

次
第
の
儀
、
逃
本
各
別
に
は
之
を
記
す
と
雖
も
、
五
字
の
要
法
に
二
返
こ
れ
な
き
こ
と
を
知
ら
し
む
る
時
、
題
目
は

一
返
と
之
を
註

し
給
う
な
つ
。
…
…
所
詮
本
述
二
門
は

一
往
勝
劣
、
再
往

一
致
等
と
覚
知
す
べ
き
な
り
。

一
、
三
宝
の
事
、
述
の
三
宝
と
は
…
…
本
の
三
宝
と
は
…
…
今
開
顕
述
本
の
上
の
三
宝
と
は
述
本

一
体
の
三
宝
な
り
。

大
体
こ
の
「
祈
祷
経
之
事
」
は
宗
祖
の
著
と
伝
え
る

「末
法

一
乗
行
者
息
災
延
命
所
願
成
就
祈
祷
経
文
」
（鵬
如
夕
晰
務
経
）
の
略
註
で
あ

っ

て
、
原
本
の
祈
祷
経
肝
文
は
縮
遺
で
は
第
二
続
集
に
、
定
本
で
は
第
二
続
、
五
三
に
掲
載
し
て
い
る
も
の
、
宗
祖
の
真
撰
と
は
認
め
難
い

も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
肝
文
自
身
、
略
註
の
如
く
初
め
に
述
門
の
三
宝
を
勧
請
し
て
述
門
十
四
品
の
肝
文
を
挙
げ
、
次
に
本
門
の
三
宝

を
勧
請
し
て
本
門
十
四
品
の
肝
文
を
出
し
、
而
し
て
後
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
を
掲
げ
て
あ
る
も
の
で
、
何
等
述
本
の
勝
劣
不
同
は

示
さ
れ
ず
、
表
面
上
本
述

一
致
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
今
の
略
註
で
は

一
往
勝
劣

・
再
往

一
致
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て

原
本
の
肝
文
は
勿
論
宗
祖
の
滅
後
の
作
で
あ
る
。
而
し
て
今
の
略
註
の
本
逃
は

一
往
勝
劣

・
再
往

一
致
と
い
う
思
想
も
像
師
の
思
想
と
認
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め
難
い
。
す
で
に
朗
師
の
項
に
述
べ
た
如
く
、
像
師
は
文
保
一

い
る
し
、
像
師
自
身
も
教
証
二
道
の
義
を
知
ら
ず
し
て
開
会

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一年
十
月
十
三
日
に
朗
師
よ
り
本
述
勝
劣
の
口
決

（本
述
異
目
）
を
受
け
て

観
心
、
即
ち
本
逃
無
勝
劣
の
法
門
を
謂
う
べ
か
ら
ず
と
誠
め
ら
れ
た
制
定

次
に

「本
述
口
決
」
に
つ
い
て
は
、
執
行
師
の
周
到
且
つ
妥
当
な
説
が
あ
る
（轍
祥
叡
見
）
。
　

故
に
今
は
多
少
説
明
を
補
足
し
て
お

こ

う
。
本
書
の
本
述
論
を
図
示
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

本
述
上
国
け
は
刊
鰯
目
椰
］
れ
わ
目
脚
棚
配
〕
目
嘲
秘
は
相
‐
非
文
非
義
の
妙
法
五
字
―
末
法
当
時
の
要
行

こ
れ
を
正
し
く
前
述
の

「祈
祷
経
之
事
」
に
お
け
る

広
略
を
捨
て
て
肝
要
を
好
み
給
う
蓮
師
の
御
内
証
は
非
文
非
義
の
五
字
の
要
法
、
是
れ
要
が
中
の
要
な
り
。
全
く
述
本
各
違
、
高
下
劣

勝
こ
れ
な
き
な
り
。

の
解
説
で
あ
る
。
こ
の
解
説
に
お
い
て
は
宗
祖
が
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
は
文
に
あ
ら
ず
義
に
あ
ら
ず
、　
一
経
の
意
な
り

（四
縮

一五
琳
呻
コ

稽

一谷
紗
コ
八
）
と
示
さ
れ
た
本
述
勝
劣
義
の
真
意
を
心
得
ず
、
却

っ
て
曲
解
し
て
本
述
無
勝
劣

・
述
本

一
部
採
用
と
し
、
而
も
こ
れ
を
主
張

す
る
た
め
に
、
未
だ
現
れ
な
か

っ
た
中
古
天
台
の
巳
分
と
未
分
、
顕
説
法
華
と
根
本
法
華
の
義
を
以
て
す
る
こ
と
、
既
に
自
ら
像
師
の
真

撰
で
は
な
く
、
後
世
の
中
古
天
台
受
容
時
代
の
も
の
た
る
を
暴
露
し
て
い
る
。

さ
て
要
す
る
に
前
の

「祈
祷
経
之
事
」
は

「祈
祷
経
肝
文
」
の
略
註
で
あ
り
、
今
の

「本
述
口
決
」
は
そ
の
略
註
の
裏
書
で
あ

っ
て
、

前
書
は
本
述

一
致
を
主
張
し
て
い
る
が
、
未
だ
中
古
天
台
の
述
本
巳
分
と
本
述
未
分
と
を
分
別
し
て
い
な
い
。
然
る
に
今
の

「
口
決
」
は

明
か
に
こ
の
中
古
天
台
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
両
書
共
に
同
じ
く
像
師
寂
後
の
作
と
し
て
も
、
前
書
は
像
師
直
後
の
作
、

今
書
は
室
町
時
代
に
入

っ
て
よ
り
後
の
作
に
相
違
な
か
ろ
う
。

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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三
に

「本
述
同

一
文
集
」
は
そ
の
名
の
如
く
、
本
述

一
致
の
旨
を
主
張
せ
さ
ん
が
為
に
天
台
三
大
部
及
び
宗
祖
の
御
書
よ
り
適
文
を
集

め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
要
旨
を
挙
ぐ
れ
ば

一
、
宗
祖
大
士
は
天
台
に
背
か
ず
与
同
し
て
い
る
こ
と
。

一
、
今
経
の
本
述
は
体
用
本
述
で
、
方
便
品
の
実
相
は
体
、
寿
量
品
の
長
寿
は
証
体
の
用
で
あ
る
こ
と
。

一
、
か
く
体
用
本
述
の
所
詮
は
実
相
で
あ
る
か
ら
、
当
然

「本
述
雖
殊
不
思
議

一
」
で
あ
る
こ
と
。

一
、
従

っ
て
末
法
に
於
て
は
逃
本
共
に
利
益
が
あ
る
こ
と
。

等
で
あ
る
´
働
て
本
書
は
宗
全
第

一
巻
の
凡
例
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
像
師
以
後
の
擬
作
で
あ
る
。
そ
の
成
立
は
中
古
天
台
浸
潤
以
前
で

あ
ろ
う
。

以
上
祈
祷
経
略
経

・
本
述
□
決

ｏ
本
述
同

一
文
集
の
三
書
を

一
瞥
し
た
の
で
あ
る
が
、
何
れ
も
像
師
寂
後
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
像
師

自
身
の
本
述
思
想
を
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
祈
祷
経
略
註
と
本
述
同

一
文
集
は
台
家
与
同
の
本
述

一
致
の
思
想
で
あ
り
、
本
述
口
決
は

室
町
時
代
の
中
古
天
台
浸
潤
に
よ
る
本
述

一
致
思
想
で
あ
る
。
果
し
て
像
師
は

一
致
論
者
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
否
像
師
は
勝
劣
論
者

で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
知
る
資
料
が
見
当
ら
な
い
の
が
大

へ
ん
残
念
で
あ
る
が
、
前
に

一
言
し
た
如
く
像
師
に
は
教
証

二
道
の
義
を
知
ら
ず
し
て
観
道
の
法
門
を
謂
う
な
と
誠
め
た
制
定
が
あ
る
の
み
。

わ
が
隆
師
は

日
像
聖
人
は
教
観
の
異
を
弁
ぜ
ず
し
て
開
会

・
観
心
の
法
門
を
云
う
べ
か
ら
ず
等
と
示
し
給
う
、
貴
き
御
教
誠
な
り
。
此
の
諸
御
抄
の

大
意
を
得
ざ
る
諸
法
華
宗
は
、
天
台
宗
の
如
く
観
心

・
開
会
を
好
ん
で
本
述

一
致
を
成
、ず
る
は
大
謗
法
な
り
。
（業
聡
五一
）

と
い

っ
て
い
る
。
こ
れ
像
師
が
本
述
勝
劣
論
者
で
あ

っ
た
証
で
あ
り
、
隆
師
は
諸
著
述
中
に
日
像
門
流
を
勝
劣
門
流
と
断
定
せ
ら
れ
て
い

Ｚ
り
。
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因
み
に
最
後
に
本
述
論
に
関
連
す
る
像
師
の
宗
号
問
題
に
触
れ
て
、
像
師
に
対
す
る
批
難
を
是
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。像
師

に
対
す
る
批
判
は
好
評
よ
り
も
悪
評
の
方
が
多
い
。
そ
の
先
鋒
は
興
門
の
三
位
日
順

（雑
郷
班
鉦
砂
五
〇
）
で
ぁ
り
、
次
は
常
門
の
冠
錨
日

親

（離
一灯
妙
の
四
一し

で
ぁ
る
。
日
順
の
像
師
批
判
は
適
評
で
は
な
く
門
流
意
識
の
嫉
心
よ
り
出
で
た
酷
評
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
さ

す
が
上
洛
以
来
二
十
数
年
間
三
尉
三
赦
の
苦
難
を
経
て
帝
都
開
教
を
敢
行
し
た
像
師
だ
け
あ

っ
て
そ
れ
ら
の
批
判
を
受
け
る
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
像
師
に
対
し
て
は
と
か
く
の
批
判
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
さ
て
お
き
、
教
学
上
の
問
題
と
し
て
像
師
が

奏
請
せ
る
法
華
宗
号
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

法
華
宗
旨
問
答
抄
奪
一
∝
一ご

に
云
く

問
フ
、
法
華
宗

ハ
上
古
二
曽
テ
コ
レ
ナ
シ
、
近
来
頻
リ
ニ
彼
ノ
称
号
ヲ
立
ツ
、
誰
力
之
ヲ
信
用
セ
ン
ヤ
。
答
フ
、
法
華
宗
ノ
称
号

ハ
三

国
ノ
相
承
ナ
リ
。
汝
何
ゾ
旧
記
ヲ
見
ズ
ン
テ
靭
ヶ
新
名
ヲ
立
ツ
ト
謂
フ
ヤ
。

と
提
言
し
、
次
に
法
華
宗
号
の
三
国
相
承
な
る
証
文
を
出
し
、
而
し
て
法
華
宗
の
大
意
乃
至
法
華
宗
は
諸
宗
超
過
の
宗
旨
な
る
こ
と
、
諸

宗
の
邪
法
帰
依
は
亡
国
で
あ
り
法
華
正
法
の
帰
依
は
災
難
を
消
滅
す
べ
き
旨
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
法
華
宗
弘
通
抄

（銅
手
し

に
は

只
法
華
天
台

一
家
、
諸
仏
出
世
ノ
正
法

ハ
教
主
釈
尊
ノ
本
懐
ナ
リ
。
麦
ヲ
以
テ
　
桓
武
天
皇

・
伝
教
大
師
、
倶
二
霊
山
ノ
聴
衆
ト
シ
テ

恭
ク
モ
此
国
二
生
レ
テ
師
檀
ト
ナ
リ
、
六
宗
′
権
義
ヲ
破
シ
テ
一
乗
ノ
正
法
ヲ
弘
メ
、
南
都
ノ
小
戒
ヲ
破
シ
テ
北
嶺
ノ
戒
壇
ヲ
立
テ
、

広
ク
ハ
四
海
ノ
合
識
ヲ
救
ヒ
遍
ク

一
天
ノ
群
類
ヲ
利
シ
タ
マ
ウ
。
豚
レ
ョ
リ
己
来

．宗
ヲ
以
テ
法
華
卜
名
ケ
、
山
ヲ
以
テ
天
台
卜
名

ク
。
但
シ
止
観

・
遮
那
ノ
顕
密
、
同
ジ
ク

一
山
二
在
リ
ト
雖
モ
権
実

・
傍
正

・
優
劣
、
差
別
ナ
キ
ニ
非
ズ
。
然
ル
ニ
上
古
ノ
高
僧
、
先

代
ノ
祖
師
、
未
ダ
専

一
ノ
弘
通
ヲ
致
サ
ズ
超
八
ノ
深
致
ヲ
弘
メ
ズ
。
麦

二
当
宗
ノ
祖
師
　
日
蓮
聖
人
　
後
深
草
院
ノ
御
宇
　
始
メ
テ
此

ノ
法
華
宗
ヲ
興
シ
、
釈
尊
ノ
正
説
ヲ
以
テ
所
依
卜
為
シ
妙
経
ノ
現
文
ヲ
以
テ
証
拠
卜
為
ス
。
其
ノ
義
門

ハ
山
門
二
同
ヅ
ト
雖
モ
弘
通
ノ

本
意
二
於
テ
ハ
三
国
不
知
ノ
宗
旨
い
正
像
未
弘
ノ
秘
法
ナ
リ
。
然
ル
ニ
根
本
大
師
ノ
本
意
、
仏
意
二
相
叶
ヒ
、
祖
師
聖
人
ノ
料
簡
、
大

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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師

二
符
合
セ
バ
誰
人
力
此
ノ
宗
ヲ
蔑
如
セ
ン
何
人
力
当
流
ヲ
軽
忽

ニ
セ
ン
。
…
…
若
シ

一
天
ノ
謗
法
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
無
上
ノ
正
法
ヲ
崇

敬
セ
ラ
ル
レ
バ
、
災
難
忽
チ
ニ
止
ミ
世

ハ
義
農

ノ
代
卜
成
り
、
国
土
甚
ダ
穏
カ
ニ
シ
テ
民

ハ
唐
虞
ノ
民
卜
成
ラ
ン
ダ
。

と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
執
行
師
は

法
華
宗
な
る
宗
旨
を
用
い
台
当
を
分
別
し
て
い
な
い
。
即
ち
弘
通
抄
に
は

「根
本
大
師
の
本
意
、
仏
意

に
相
叶
い
、
祖
師
聖
人

の
料

簡
、
大
師
に
符
合
せ
ば
誰
人
か
此
の
宗
を
蔑
如
せ
ん
」
と
い
い
、
台
家
与
同
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
帝
都
開
教
の
方
策
上
、
止

む
を
得
な
か
った
も
の
で
あ
ろ
う
。
（教
畔殺）

と
て
、
台
家
与
同

・
台
当
無
分
別
の
面
の
み
を
見
て
い
る
が
、
望
月
博
士
は

然
も
そ
の
異
同

（台
当
の
）
に
つ
い
て
は

「其
義
門
雖
レ
同
二山
門
一於
二弘
通
本
意
一者
三
国
不
知
之
宗
旨
、
正
像
未
弘
之
秘
法
也
」
と
当

時
の
問
題
と
な
り
し
宗
門
の
異
端
を
挙
ぐ
る
中
に
、
明
ら
か
に
本
述
勝
劣
と
あ
れ
ば
、
師
の
時
は
本
述
論
に
つ
き
著
書
の
あ
り
し
に
依

っ
て
も
そ
の
盛
ん
な
る
を
見
る
べ
し
。
（学動
娘）

と
、
台
当
相
異

・
正
像
未
弘
の
面
を
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
執
行
師
は

「
三
国
不
知
の
宗
旨
、
正
像
未
弘
の
秘
法
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
無

視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
師
と
も
像
師
が
何
故
台
当
無
分
別
の

「法
華
宗
」
な
る
称
号
を
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

像
師
は
今
の
二
書
に
お
い
て
何
故
台
当
共
通
の

「法
華
宗
」
な
る
宗
号
を
用
い
た
の
か
、
こ
の
二
書
は
他
宗
の
怨
嫉
を
度
々
経
験
し
て

始
め
て
著
さ
れ
た
い
は
ば
提
訴
状
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
体
を
拝
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
に
は
こ
の
二
書
の
前
に
朝

廷
に
提
出
し
た
延
慶
二
年
六
月
二
十
三
日
付
の

（第
二
識
中
）
の
訴
状
が
存
す
る
。
そ
の
訴
状
の
趣
意
を
敷
衛
し
た
も
の
が
今

の
二
書

で

あ
ろ
う
。
故
に
訴
状
と
二
書
と
は
具
略
の
異
で
あ

っ
て
同
趣
の
も
の
で
あ
る
。
何
故
台
当
共
同
の
宗
号
を
用
い
た
か
。

そ
れ
は

「
法

華

宗
」
な
る
宗
号
が
勅
許
公
認
の
宗
旨
な
る
が
故
で
あ
る
。
当
時
の
宗
旨
弘
通
は
今
日
の
如
き
宗
名
を
私
称
す
る
こ
と
は
禁
物
で
あ
る
。
中
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世
に
お
い
て
は
す
べ
て
弘
通
は
勅
許
を
得
た
公
称
の
宗
旨
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
原
則
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
公
式
に
朝

廷
に
奏
上
す
る
提
訴
状
に
は
朝
廷
公
認
の
公
称
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
像
師
の
提
訴
の
意
は
今
わ
が
弘
通
す
る
法
華
宗
は
そ
の
昔

伝
教
大
師
の
奏
請
に
よ

っ
て
桓
武
天
皇
の
建
立
し
給
う
た
勅
許
公
認
の
宗
旨
で
あ
る
、
し
か
る
に
朝
廷
は
何
故
こ
の
法
華
宗
の
弘
通
を
許

さ
な
い
の
か
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
論
旨
は
諸
宗
の
議
奏
に
よ

っ
て
洛
外
に
追
放
さ
れ
た
像
師
で
な
く
て
は
言
明
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
当
時
真
の
国
家
公
認
の
宗
旨
と
し
て
は
南
都
六
宗
と
天
台
法
華
宗
で
あ
る
。
而
も
南
都
の
六
宗
も
伝
教
大
師
上
表
文
（伝
全
五一
）
の
標

題
に

「将

二
絶
エ
ン
ト
ス
ル
諸
宗

二
続
キ
更

二
法
華
宗
ヲ
加
エ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ノ
表
」
と
あ
る
如
く
、
将
に
絶
え
ん
と
し
て
い
た
も
の
を

活
用
せ
ん
が
為
に
大
師
の
奏
請
に
よ

っ
て
始
め
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
実
質
と
し
て
は
各
独
立
の

一
宗
と
し
て
の
価
値
は
な
か

っ
た
も
の
で
、
法
華
宗
体
内
の
補
助
的
宗
旨
０
あ

っ
た
こ
と
は
上
表
文
及
び
大
師
伝
（藤
全
幅
）
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後
に
興

れ
る
真
言
宗
も
同
様
で
天
台
法
華
宗
の
体
内
的
宗
旨
で
あ
る
。
さ
れ
ば
宗
祖
は
伝
教
大
師
は
、
唐
よ
り
天
台

・
真
言
の
二
宗
を
伝
え
た
が

天
台
法
華
宗
中
の
止
観

・
真
言
と
し
て
真
言
宗
の
宗
の
字
を
削
ら
れ
た

（報
鮮
妙
Ｈ
猜
一
」
に
軌
等
）
と
ぃ
ゎ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か

る
意
義
に
お
い
て
間
答
抄

・
弘
通
抄
共
に

「法
華
宗
」
な
る
公
称
を
用
い
た
の
で
そ
の
所
期
は
本
門
妙
法
の
弘
通
に
あ

っ
た
。
し
か
る
に

そ
の
文
面
の
み
を
も

っ
て
台
当
無
異

・
台
家
与
同
と
い
う
は
短
見
で
あ
る
。

か
く
し
て
像
師
は
建
武
元
年
四
月
十
四
日
（
塾
コ
）
に
法
華
宗
旨
弘
通
の
勅
許
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
宗
祖
直
弟
諸
師
に
は
そ
れ
ぞ
れ

申
状
ま
た
訴
状
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
師
の
所
期
の
本
願
を
達
成
せ
じ
め
た
の
が
像
師
で
あ
る
。
か
く
な
れ
ば
こ
そ
そ
の
後
に
来
れ
る
諸

師
の
洛
中
に
お
け
る
宗
旨
弘
通
が
容
易
に
な

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
れ
ば
像
師
に
対
し
て
岡
宮
の
日
法

（
一宗
崎
七一
）
や
地
上
の
日
輸

（却
七
一し

の
如
く
賀
状
を
呈
す
べ
き
は
ず
な
る
に
、
却
て
像
師
を
悪
評
し
ま
た
は
毀
謗
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
門
流
根
性
の
嫉
心
よ
り
出
で

た
も
の
と
見
る
よ
り
外
に
な
い
。
而
も
像
師
は
興
師
の
申
状
に
表
明
せ
る
如
く
、
明
ら
か
に
台
当
相
異
を
言
明
し
て
い
る
の
で
、
決
し
て

本
述
無
勝
劣

ｏ
台
家
与
同
で
な
か

っ
た
こ
と
を
断

っ
て
お
く
。

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論
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「
定
禁
制
条
々
」

（暦
応
四
、
七
、
二
四
Ｉ
Ａ
ｎ
六
〇
）
第

一
条
中
に
云
く

次
不
レ
知
二教
道

・
証
道
義
一而
於
下
謂
二観
道
之
法
門
一之
輩
上者
不
レ可
レ為
二妙
顕
寺
御
門
徒
一
含
ホ
全

一
の
二
五

一
）

②
　
凡
例
に
云
く

た
だ
本
述
同

一
文
集
に

「
聖
人
勧
持
品
行
者
八
十
万
億
化
身
敷
」
と
云
ひ
、
更
に

「
上
行
等
地
涌
千
界
未
出
現
事
」
の
一
章
を
設
け
、
宗
祖
の
上

行
再
誕
説
を
認
め
ざ
る
点
に
於
て
、
同
師
の
相
伝
と
伝
へ
ら
る
ゝ
本
尊
相
承
書
等
と
相
容
れ
ず
、
且
つ
夫
れ
本
集
に
は
祖
書
の
引
文
に
悉
く
録
内

巻
数
を
以
て
す
。
芳
々
真
偽
考
究
の
要
あ
ら
ん
か
。

③
　
申
状
ま
た
訴
状

昭
師
の
申
状

（宗
全

一
の
七
）
弘
安
八
、
四
　
　
　
　
Ａ
ｎ
四

朗
師
の
申
状

（
″
　
　
一一
こ

弘
安
八
、　
　
　
　
　
Ａ
ｎ
四

興
師
の
申
状

（
ク
ニ
の
九
五
）
正
応
二
、
正
　
　
　
　
Ａ
ｎ
八

同
　
　
　
　
（
″
　
　
九
七
）
嘉
暦
二
、
八
　
　
　
　
Ａ
ｎ
四
六

同
　
　
　
　
（
″
　
・　
九
九
）
元
徳
二
、
三
　
　
　
　
Ａ
ｎ
四
九

向
師
の
申
状

（
ク
一
の
三
六
）
嘉
暦
四
、
正
、
二
九
　
Ａ
ｎ
四
八

頂
師
の
申
状

（
″
　
　
四
〇
）
正
応
四
、
三
　
　
　
　
Ａ
ｎ
一
〇

高
師
の
申
状

（
″
　
　
四
七
）
正
安
四
、
三
　
　
　
　
Ａ
ｎ
二

一

弁
師
の
訴
状

（
″
　
　
八
八
）
永
仁
元
、
五
、

三
ハ
　
Ａ
ｎ
一
二

以
上
の
中
興
師
の
み
は
伝
教
の
法
華
述
門
と
宗
祖
の
法
華
本
門
と
の
不
同
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
興
門
の
諸
師
み
な
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
ｏ

(1)誌
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結

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
宗
祖
滅
後
の
教
学
史
上
の
第

一
期
は
直
弟
分
張
時
代
で
、
即
ち
宗
祖
滅
後
よ
り
像
師
の
上
洛
弘
教

ｏ

弘
通
勅
許
を
得
る
に
至
る
約
五
十
年
間
は
、
対
外
的
に
は

一
は
直
弟
た
ち
が
全
力
を
挙
げ
て
権
宗
を
折
伏
し
つ
ゝ
妙
法
弘
通
に
挺
身
し
、

二
に
は
法
華
宗
広
布
の
公
認
を
得
ん
と
し
て
国
主
諌
暁
に
努
力
し
た
時
代
で
あ
る
。
従

っ
て
対
内
的
に
は
教
学
に
お
い
て
内
心
所
懐
の
方

は
宗
祖
直
伝
の
本
述
勝
劣
思
想
で
あ

っ
て
、
実
際
布
教
の
面
で
は
未
だ
本
述
対
判
の
要
は
な
く
、
権
実
相
対
の
旗
峨
を
掲
げ
て
小
権
諸
宗

に
対
向
し
た
時
代
、
即
ち
権
実
対
判
時
代
で
あ

っ
た
。
故
に
未
だ
台
当
無
分
別

・
台
家
与
同
の
立
場
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
各
直

弟
の
活
動
に
お
い
て
は
未
だ
後
世
に
お
け
る
が
如
き
明
白
な
る
本
述
思
想
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
偶
々
一
致

・
勝
劣
の
論
争
で
あ

っ

た
と
し
て
も
そ
れ
は
述
門
読
不
の
問
題
で
、
本
逃
勝
劣
と
い
え
ば
述
門
不
読
、　
一
致
と
い
え
ば
本
述
共
用
と
い
う
程
度
の
も
の
、
即
ち
法

華

一
経
中
の
逃
本
問
題
で
あ

っ
て
、
室
町
期
以
後
に
お
け
る
が
如
き

一
致

・
勝
劣
の
問
題
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
Ю
室
町
期
に
入

っ
て

か
ら
は

一
致
と
い
え
ば
本
述
同
体
論
で
あ
り
、
勝
劣
と
い
え
ば
本
述
異
体
論
で
あ
る
。
而
も
そ
の
本
述
は

一
経
中
の
述
本
二
門
の
如
き
単

純
な
る
約
経
本
述
（繊
わ
）
で
は
な
く
、
本
地

・
述
中
と
い
う
約
事
本
述

（樫
妙
）
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
形
的
に
は
わ
が

法
華
宗
が
当
時
仏
教
界
の
総
本
山
と
も
い
う
べ
き
比
叡
山
に
最
も
近
い
京
洛
に
移
行
し
て
来
た
こ
と
に
因
り
、
ま
た
本
宗
教
学
の
上
に
中

古
天
台
が
浸
入
し
た
こ
と
に
因
る
の
で
あ
る
。

大
体
何
時
頃
よ
り
中
古
天
台
の
思
想
が
本
宗
内
に
混
入
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
、
そ
れ
は
南
北
朝
の
初
期
、
像
師
の
法
華
宗
弘
通
の
勅
許

を
得
て
よ
り
後
だ
と
思
は
れ
る
。
像
師
の
弘
通
勅
許
を
得
た
の
は
建
武
元
年
（ｍ
コ
）
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
未
だ
本
宗
教
学
中
に
中
古
天

台
義
を
見
な
い
が
、
像
師
が
妙
顕
寺
六
ケ
条
禁
制
を
定
め
た
の
が
暦
応
四
年
（規
Ｏｎ
）
で
、
そ
の
中
に
前
出
の
教
証
二
道
の
義
を
知
ら
ず
し

て
観
道
の
法
門
を
論
ず
る
な
と
あ
る
の
は
、
中
古
天
台
の
影
響
に
よ
る
本
述

一
致
を
排
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
す
で
に
中
古
天

宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

―
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宗
祖
直
弟
に
お
け
る
本
述
論

台
教
義
に
よ
る
汚
染
の
萌
が
あ

っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

と
こ
ろ
で
中
古
天
台
の
受
容
の
態
度
に
二
系
統
が
あ
る
。　
一
は
本
述
己
分

・
未
分
の
相
対
思
想
を
継
承
し
た
も
の
、
二
に
は
観
心
の
重
た

る
本
述
未
分
の
実
相
思
想
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
体
に
お
い
て
前
者
を
多
分
に
採
用
し
た
門
流
は
こ
の
己
分

・
未
分
の
相
対
思
想

に
よ

っ
て
文
上

・
文
底
の
教
観
相
対
の
教
判
を
成
立
せ
じ
め
た
の
で
あ
り
、
後
者
を
多
分
に
受
容
し
た
門
流
は
本
述
未
分

・
無
作
本
覚
の

観
心
義
に
よ

っ
て
実
相
同
を
主
張
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
宗
祖
直
弟
た
ち
に
お
い
て
は
未
だ
本
述
同
体
説
が
な
く
、
皆

一
様
に

宗
祖
直
受
の
本
述
勝
劣
思
想
で
あ

っ
た
も
の
が
、
祖
滅
数
十
年
以
後
中
古
天
台
教
学
の
浸
透
す
る
に
及
ん
で
、
歴
然
と

一
致
門
流
と
勝
劣

門
流
と
が
分
流
対
立
す
る
に
至

っ
た
も
の
で
あ
ｑ

（註
）①　
冠
鐘
日
親
の
「伝
灯
抄
」

（蚊
塑
一一店
雄
）
に
、
日
親
所
感
の
四
ケ
条
中
第
四
条
、
無
益
の
評
論
は
避
く
べ
き
だ
と
い
う
中
に

法
華
宗
に
成
り
た
け
れ
ど
も
、
本
述
一
致

・
勝
劣
、
叡
山
の
戒
壇
を
踏
む
・
踏
ま
ず
、
謗
法
の
供
養
を
受
く
・
受
け
ず
、
社
参
仏
詣
を
致
す
・

致
さ
ず
云
々

（宗
全
一
八
の
三
〇
）

と
あ
る
。
こ
れ
室
町
時
代
当
時
は
本
述
の
一
致
・
勝
劣
の
論
評
を
一
般
市
民
ま
で
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
。
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